
 1-1 

令 和 ４ 年 第 ３ 回 （ ９ 月 ） 三 郷 町 議 会  

定 例 会 ・ 会 議 録 （ 第 １ 号 ）  

 

招 集 年 月 日  令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日  

招 集 場 所  三 郷 町 議 会 議 場  

開 会  

（開     議）  
令和４年９月６日    午前９時２９分宣告（第１日目）  

出 席 議 員  

 
 1番   神  崎  静  代      2番   久  保  安  正  

 

 3番   南    真  紀      4番   黒  田    孝  

 

 5番   先  山  哲  子      6番   髙  田  好  子  

 

 7番   木  谷  慎一郎      8番   澤    美  穂  

 

 9番   木口屋  修  三     10番   辰  己  圭  一  

 

11番   山  田  勝  男     12番   高  岡    進  

 

13番   伊  藤  勇  二  
 

欠 席 議 員  な    し  

地方自治法第 1 2 1

条の規定により説

明のため出席した

者の職氏名  

 

町 長  

 

副 町 長  

 

教 育 長  

 

総 務 部 長  

 

住 民 福 祉 部 長  

 

こ ど も 未 来 創 造 部 長  

 

環 境 整 備 部 長  

 

教 育 部 長  

 

会 計 管 理 者  

 

総 務 課 長  

 

企 画 財 政 課 長  
 

 

        森    宏  範  

 

        池  田  朝  博  

 

        大  西  孝  浩  

 

        加  地  義  之  

 

        辰  巳  政  行  

 

        坂  田  達  也  

 

        水  口  洋  司  

 

        渡  瀬  充  規  

 

        平  川  貴  治  

 

        川  合  孝  悟  

 

        大  津  和  之  
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行 政 委 員  

 

選挙管理委員会委員長  

 

代 表 監 査 委 員  

 

公 平 委 員 会 委 員 長  

 

固定資産評価審査委員会委員長 

 

        田  淵  友  一  

 

        瓜  生  英  明  

 

        伊  東  良  隆  

 

        瀧  川  忠  雄  

本会議の職務のた

め出席した者の職

氏名  

議 会 事 務 局 長  

 

議 会 事 務 局 主 任  

        大  内  美  香  

 

        小  村  雄  一  

町長提出議案の題

目  

 

同意第  １号  固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて  

同意第  ２号  教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて  

諮問第  ３号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて  

認定第  １号  令和３年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決

算の認定について  

認定第  ２号  令和３年度三郷町下水道事業会計決算の認定につ

いて  

認定第  ３号  令和３年度三郷町水道事業会計決算の認定につい

て  

議案第３１号  令和４年度三郷町一般会計補正予算（第４号）  

議案第３２号  令和４年度三郷町し尿浄化槽管理特別会計補正予

算（第１号）  

議案第３３号  令和４年度三郷町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）  

議案第３４号  令和４年度三郷町介護保険特別会計補正予算（第

１号）  

議案第３５号  令和４年度三郷町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）  

議案第３６号  令和３年度三郷町下水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について  

議案第３７号  三郷町議会議員及び三郷町長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の一部改正について  

議案第３８号  職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て  

議案第３９号  三郷町文化センター条例の一部改正について  

議案第４０号  令和４年度ＦＳＳ３５キャンパスサテライトオフ

ィス整備工事（テレワーク交付金）請負契約の締

結について  

議案第４１号  令和４年度ＦＳＳ３５スポーツパーク整備工事

（拠点整備交付金等）請負契約の締結について  

議案第４２号  令和４年度惣持寺地区調整池整備工事（特定都市

河川浸水被害対策推進事業）請負契約の締結につ

いて  

報告第  ７号  令和３年度三郷町の財政の健全化判断比率につい

て  
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報告第  ８号  令和３年度三郷町下水道事業会計に係る資金不足

比率について  

報告第  ９号  令和３年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比

率について  

報告第１０号  三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価の結果について  

報告第１１号  公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況につ

いて  

報告第１２号  損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告につい

て  

報告第１３号  令和３年度ふるさと寄附金について  

報告第１４号  寄附の受け入れについて  
 

議員提出議案の題

目  
発議第  ４号  安倍元首相の「国葬」の中止を求める意見書  

議 事 日 程  

 

議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。  

 

会議録署名議員の

氏名  

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。  

１０番  辰  己  圭  一     １１番  山  田  勝  男  
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令 和 ４ 年 第 ３ 回 （ ９ 月 ）  

三 郷 町 議 会 定 例 会 議 事 日 程 （ 第 １ 号 ）  

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日  

午 前 ９ 時 ２ ９ 分 開 議  

日  程  

第  １         会議録署名議員の指名  

第  ２         会期の決定  

第  ３  同意第  １号  固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について  

第  ４  同意第  ２号  教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  

第  ５  諮問第  ３号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて  

第  ６  認定第  １号  令和３年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

第  ７  認定第  ２号  令和３年度三郷町下水道事業会計決算の認定について  

第  ８  認定第  ３号  令和３年度三郷町水道事業会計決算の認定について  

第  ９  議案第３１号  令和４年度三郷町一般会計補正予算（第４号）  

第１０  議案第３２号  令和４年度三郷町し尿浄化槽管理特別会計補正予算（第１

号）  

第１１  議案第３３号  令和４年度三郷町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）  

第１２  議案第３４号  令和４年度三郷町介護保険特別会計補正予算（第１号）  

第１３  議案第３５号  令和４年度三郷町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）  

第１４  議案第３６号  令和３年度三郷町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて  

第１５  議案第３７号  三郷町議会議員及び三郷町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部改正について  

第１６  議案第３８号  職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  

第１７  議案第３９号  三郷町文化センター条例の一部改正について  

第１８  議案第４０号  令和４年度ＦＳＳ３５キャンパスサテライトオフィス整備工

事（テレワーク交付金）請負契約の締結について  
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第１９  議案第４１号  令和４年度ＦＳＳ３５スポーツパーク整備工事（拠点整備交

付金等）請負契約の締結について  

第２０  議案第４２号  令和４年度惣持寺地区調整池整備工事（特定都市河川浸水被

害対策推進事業）請負契約の締結について  

第２１  報告第  ７号  令和３年度三郷町の財政の健全化判断比率について  

第２２  報告第  ８号  令和３年度三郷町下水道事業会計に係る資金不足比率につい

て  

第２３  報告第  ９号  令和３年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比率について  

第２４  報告第１０号  三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価の結果について  

第２５  報告第１１号  公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況について  

第２６  報告第１２号  損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について  

第２７  報告第１３号  令和３年度ふるさと寄附金について  

第２８  報告第１４号  寄附の受け入れについて  

第２９         提案理由の説明  

第３０  発議第  ４号  安倍元首相の「国葬」の中止を求める意見書  

第３１         令和３年度三郷町一般会計、特別会計決算審査の報告  

第３２         令和３年度三郷町下水道事業会計及び水道事業会計決算審査

の報告  

第３３         一般質問  
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       開   会       午前  ９時２９分  

       〔開会宣告〕  

議長（伊藤勇二）  皆さん、おはようございます。  

 地方自治法第１１３条の規定に基づく定足数に達しておりますので、ただいま

より、令和４年第３回三郷町議会定例会を開会します。  

 直ちに、本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。  

       〔町長招集の挨拶〕  

議長（伊藤勇二）  町長から招集の挨拶がございます。森町長。  

町長（森  宏範）（登壇） 皆さん、おはようございます。本日、三郷町告示第３５号

によりまして、令和４年第３回三郷町議会定例会を招集いたしましたところ、公

私何かとご多忙の中、早朝よりご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。  

 さて、先週からようやく減少傾向を見せ始めた新型コロナウイルスの第７波は、

日本で過去最大級の猛威を振るい、７月末から４週連続で新規感染者数が世界最

多となるなど爆発的に拡大し、三郷町でも多くの感染者がみられました。  

 このような状況下ではありましたが、全国各地では感染防止対策を徹底しなが

ら、夏祭りや花火大会を開催した地域も多く、旅行や帰省なども増え、３年振り

に夏らしい話題を聞くことができました。  

 町内の感染者数を見ますと、昨日９月５日時点で感染者が累計３，８７８人、

感染中の方が２５７人、うち中等症の方が１８人となっております。  

 本町における４回目の新型コロナワクチン集団接種につきましては、先月２０

日に終了し、２，９０４人の方が接種を終えられました。引き続き１０月以降に

は、オミクロン株対応の集団接種が予定されていることから、今後も社会情勢や

感染状況を注視し、町民の皆様の安全と安心を最優先に感染症対策に万全を期す

とともに、各種事業をあわせて実施してまいりますので、ご理解とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。  

 また、大型で非常に強い勢力の台風１１号の接近の影響により、各地で大荒れ

の天候となっております。本町におきましても、動向を常に注視し、万全の体制

を整えてまいります。  

 それでは、改めまして、本定例会に提出いたします議案は、同意案件２件、諮

問案件１件、認定案件３件、議決案件１２件、報告案件８件の計２６件でござい
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ます。どうか慎重審議賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、招

集の挨拶とさせていただきます。  

議長（伊藤勇二）  日程に入ります前に、三郷町議会会議規則第１２９条の規定によ

り、議員資質向上に資するため「令和４年度トップマネジメントセミナー、災害

や感染症などへの対応と、質の高い地域社会の構築に向けての研修について」辰

己圭一議員から派遣承認申請がありましたので、議長は許可しております。  

 日程につきましては、１０月３日月曜日、場所は滋賀県大津市全国市町村国際

文化研修所であります。１２月定例会の全員協議会において研修報告をしていた

だきますので、よろしくお願いします。  

       〔会議録署名議員の指名〕  

議長（伊藤勇二）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 本定例会の会議録署名議員は、三郷町議会会議規則第１２７条の規定により、

１０番、辰己圭一議員、１１番、山田勝男議員を指名します。  

       〔会期の決定〕  

議長（伊藤勇二）  日程第２、会期の決定を議題とします。  

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月１５日までの１０日間にした

いと思います。ご異議ありませんか。  

       （「異議なし」の声あり）  

議長（伊藤勇二）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から、９月１５日

までの１０日間に決定しました。  

       〔議案朗読〕  

議長（伊藤勇二） この際、日程第３、「同意第１号、固定資産評価審査委員会委員の

選任につき同意を求めることについて」から、日程第２８、「報告第１４号、寄附

の受け入れについて」までを一括議題とし、事務局に朗読させます。  

議会事務局主任（小村雄一）  朗読いたします。  

日程第  ３  同意第  １号  固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて  

日程第  ４  同意第  ２号  教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて  

日程第  ５  諮問第  ３号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について  
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日程第  ６  認定第  １号  令和３年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  ７  認定第  ２号  令和３年度三郷町下水道事業会計決算の認定につい

て  

日程第  ８  認定第  ３号  令和３年度三郷町水道事業会計決算の認定について  

日程第  ９  議案第３１号  令和４年度三郷町一般会計補正予算（第４号）  

日程第１０  議案第３２号  令和４年度三郷町し尿浄化槽管理特別会計補正予算

（第１号）  

日程第１１  議案第３３号  令和４年度三郷町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）  

日程第１２  議案第３４号  令和４年度三郷町介護保険特別会計補正予算（第１

号）  

日程第１３  議案第３５号  令和４年度三郷町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）  

日程第１４  議案第３６号  令和３年度三郷町下水道事業会計未処分利益剰余金

の処分について  

日程第１５  議案第３７号  三郷町議会議員及び三郷町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部改正について  

日程第１６  議案第３８号  職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  

日程第１７  議案第３９号  三郷町文化センター条例の一部改正について  

日程第１８  議案第４０号  令和４年度ＦＳＳ３５キャンパスサテライトオフィ

ス整備工事（テレワーク交付金）請負契約の締結に

ついて  

日程第１９  議案第４１号  令和４年度ＦＳＳ３５スポーツパーク整備工事（拠

点整備交付金等）請負契約の締結について  

日程第２０  議案第４２号  令和４年度惣持寺地区調整池整備工事（特定都市河

川浸水被害対策推進事業）請負契約の締結について  

日程第２１  報告第  ７号  令和３年度三郷町の財政の健全化判断比率について  

日程第２２  報告第  ８号  令和３年度三郷町下水道事業会計に係る資金不足比

率について  

日程第２３  報告第  ９号  令和３年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比率



 1-9 

について  

日程第２４  報告第１０号  三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価の結果について  

日程第２５  報告第１１号  公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況につい

て  

日程第２６  報告第１２号  損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について  

日程第２７  報告第１３号  令和３年度ふるさと寄附金について  

日程第２８  報告第１４号  寄附の受け入れについて  

 以上でございます。  

       〔提案理由の説明〕  

議長（伊藤勇二）  日程第２９、ただいま朗読の議案について、提案理由の説明を求

めます。森町長。  

町長（森  宏範）（登壇） それでは、議長のお許しをいただきまして、本定例会に提

出いたしました議案の提案説明をさせていただきます。  

 まず、初めに、「同意第１号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて」であります。  

 本案につきましては、現委員の太田洋士氏の任期が本年９月３０日付をもって

満了となることに伴うものであります。太田氏におかれましては、平成２８年１

０月から委員として職務を遂行していただいており、豊富な経験と優れた識見、

公正な判断力をお持ちであり、人格も高潔であることから、引き続き委員として

選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める

ものであります。  

 次に、「同意第２号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」

であります。  

 本案につきましては、現委員の下方恵理氏の任期が本年９月３０日付をもって

満了となることに伴うものであります。下方氏におかれましては、平成３０年１

０月から委員として、本町の教育行政に多大なご尽力をいただいており、豊富な

経験と優れた識見をお持ちであり、人格も高潔であることから、引き続き教育委

員会委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、第

４条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。  

 次に、「諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ
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て」であります。  

 本案につきましては、現委員の中田進也氏の任期が本年１２月３１日付をもっ

て満了となることに伴うものであります。中田氏におかれましては、２期６年に

わたり、人権擁護委員として、人権相談や人権啓発活動に熱心に取り組んでいた

だき、地域住民のためにご活躍いただいているところであります。このことから、

引き続き中田氏を人権擁護委員に推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、議会の意見を求めるものであります。  

 次に、「認定第１号、令和３年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決算の認定

について」であります。  

 一般会計と特別会計５会計の令和３年度決算を地方自治法第２３３条第３項の

規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。去る

８月２日、３日の両日にわたり、瓜生、山田両監査委員により厳正な決算審査を

行っていただき、また、今後の行財政運営にも適切なご指導を賜りましたことに

対しまして、心から厚く御礼を申し上げます。  

 さて、令和３年度の一般会計決算についてでありますが、二つの大きな特徴が

ございます。  

 まず、１点目が、デジタル化による業務効率化であります。これは、自治体Ｄ

Ｘの先駆けとしてデジタル化を推進し、業務効率化を図ることを目的とするもの

で、このデジタル化により削減できた時間は、合計で８，４１３．２時間にも上

り、効率化された時間をさらなる住民サービスの向上のために活用いたしました。 

 また、２点目として、感染の拡大防止とともに地方創生を図りながら、感染拡

大の影響を受けている地域経済や住民の皆様の生活を支援するために実施いたし

ました地方創生臨時交付金事業であります。この中で主立ったものを申し上げま

すと、災害時の避難所において、新型コロナウイルス感染症対策備品が急増した

ことを受け、新たな災害備蓄品の確保をするための、中央防災倉庫の整備や災害

時に住民の皆様の生命財産を守るため、災害対策本部において迅速に対応できる

よう地域ＢＷＡを活用した新たな防災システムの構築を行いました。  

 また、奈良学園大学三郷キャンパス跡地を、将来像である全世代・全員活躍型

「生涯活躍のまち」として活用するため、奈良学園大学跡地活用の検討業務も実

施したところであります。  

 そのほかにも、コロナ禍で生活に困窮されている住民の方々のための各種給付
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金事業や支援事業など、繰越明許を含めますと、全体で３５事業を実施いたしま

した。  

 なお、各会計の詳細な内容につきましては、所属の委員会でご説明申し上げる

こととし、ここでは各会計の決算額を申し上げます。  

 まず、令和３年度一般会計の決算でありますが、歳入総額１１１億４，４５９

万５，８３１円、歳出総額１０１億９５万３，９９５円で、翌年度へ繰り越すべ

き財源を差し引いた実質収支は、９億９，９６３万１，８３６円の黒字となりま

した。決算の内容を見ますと、歳入では全体の約２０％を占める町税につきまし

ては、前年度比１．７％の減となりましたが、一方で、約２７％を占める地方交

付税においては、前年度比１４．９％の大幅な増となりました。  

 次に、国庫支出金では、子育て世帯臨時特別給付金、非課税世帯等臨時特別給

付金、そして、新型コロナウイルスワクチン接種など、感染症対策に係る各種補

助金があったものの、前年度は住民基本台帳に登録されている全ての方に一律１

０万円を給付した特別定額給付金事業があったことから、前年度比３９．４％の

大幅な減となりました。  

 一方、町債では、議員各位のご協力のもと、西部保育園建替事業及び三郷北小

学校大規模改造事業におきまして、町財政に有利な起債を借り入れたことなどか

ら、前年度比５７．６％増となりました。  

 次に、歳出では、西部保育園建替事業及び三郷北小学校大規模改造事業に加え、

新型コロナウイルス感染症に対するさまざまな施策を実施したものの、歳入と同

様、前年度は特別定額給付金事業があったことから、歳出総額においても８．５％

の減となったものであります。今後も自主財源であります税収の確保に努めると

ともに、国県補助金の活用はもちろんのこと、有利な起債の発行などにも尽力し、

民間の活力とノウハウを最大限に活用する官民連携の手法も、今以上に取り入れ

てまいります。また、経費の節減・合理化を図りながら、前向きな姿勢で施策に

取り組み、「三郷町に住んでよし、訪れてよし、働いてよし、そして学んでよし」

と言っていただけるまちづくりをより一層進めてまいる所存でございます。  

 次に、特別会計の決算についてご説明申し上げます。  

 まず、令和３年度住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算でありますが、歳入

総額１，９０６万６，６１０円、歳出総額２億１，６５９万８，１７２円で、差

引き１億９，７５３万１，５６２円の赤字となりました。  
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 次に、令和３年度し尿浄化槽管理特別会計の決算でありますが、歳入総額１０

８万５９８円、歳出総額８０万７０９円で、差引き２７万９，８８９円の黒字と

なりました。  

 次に、令和３年度国民健康保険特別会計の決算でありますが、歳入総額２３億

３，８５９万６，５７１円、歳出総額２２億９，０８５万８，６８４円で、差引

き４，７７３万７，８８７円の黒字となりました。  

 次に、令和３年度介護保険特別会計の決算でありますが、保険事業とサービス

事業の合計で、歳入総額２２億２，４３０万７，２０５円、歳出総額２１億９，

２２３万２，１３４円で、差引き３，２０７万５，０７１円の黒字となりました。  

 最後に、令和３年度後期高齢者医療特別会計の決算でありますが、歳入総額３

億９，９２８万８，４４２円、歳出総額３億９，９２２万５，０４２円で、差引

き６万３，４００円の黒字となりました。  

 続きまして、「認定第２号、令和３年度三郷町下水道事業会計決算の認定につい

て」、及び「認定第３号、令和３年度三郷町水道事業会計決算の認定について」で

あります。両会計の決算について、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。去る７月７日に瓜

生、山田両監査委員により、厳正なる審査を行っていただき、今後の事業運営も

含めて貴重なご意見を賜りましたことに厚く御礼を申し上げます。  

 それでは、最初に下水道事業の経営状況についてご説明申し上げます。  

 まず、収益的収支では、事業収益が６億８，３８０万８，１４８円、事業費用

が５億９，２０５万１，５５６円となり、９，１７５万６，５９２円の利益とな

りました。一方、資本的収支では、三郷町下水道ストックマネジメント基本計画

に基づき、下水道管の点検やカメラ調査を実施するとともに、勢野東地区を中心

とした管路整備を実施しました。この結果、収入で２億２１１万９，６００円、

支出で４億３５４万２，０２０円となり、２億１４２万２，４２０円の不足が生

じました。  

 なお、不足額につきましては、消費税等調整額で３０４万１，６６５円、当年

度損益勘定留保資金８，４５４万１，８６８円、減債積立金７，６７８万５，５

３１円、当年度利益剰余金３，７０５万３，３５６円で補塡することといたしま

した。  

 次に、水道事業の経営状況についてご説明申し上げます。  
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 収益的収支では、近年減少傾向にありました給水量が、コロナ需要により一時

は増加傾向を示したものの、本年度は再び減少に転じる結果となりました。一方

で給水収益などを含めた事業収益で６億８，６１０万４，１３６円、事業費用で

７億３，５４４万５，８５３円となり、４，９３４万１，７１７円の損失となり

ました。  

 次に、資本的収支では、水道事業基本計画に基づき、２年目となる勢野低区配

水池の改修工事を完了し、管網整備事業や下水道工事に伴う配水管布設替工事を

計画的に進めているところであります。その結果、収入が３億２，３２９万３，

６００円、支出が３億６，７２６万８６７円となり、４，３９６万７，２６７円

の不足が生じました。  

 なお、不足額につきましては、消費税等調整額２，７２８万５，５９５円、減

債積立金１，０００万円、当年度損益勘定留保資金６６８万１，６７２円で補塡

することといたしました。  

 次に、「議案第３１号、令和４年度三郷町一般会計補正予算（第４号）」につい

てであります。  

 既決予算に３億１，０１７万８，０００円を追加し、補正後の予算総額を１０

４億６，８３４万７，０００円とするものであります。  

 まず、歳出から主な内容を申し上げますと、総務費では、令和５年１０月から

開始予定の消費税の適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度において、相

手側の不利益を回避するため、制度開始までに対応が必要な業務の洗い出しや庁

内体制の整理、制度への理解のための職員の教育などの支援が必要となることか

ら、会計管理費で８８万円を計上するものであります。  

 また、マイナンバーカードの申請が増加する中、カードの取得やマイナポイン

トの申請手続に当たり、住民の皆様を支援するため、会計年度任用職員を任用す

るための費用に合わせ、申請時だけでなく、その後の業務効率化、ペーパーレス

化を進めるためのタブレット導入経費として、情報管理費で３９５万２，０００

円を追加するものであります。  

 なお、タブレットをリースで導入するため、翌年度以降のリース料７４万１，

０００円を債務負担行為として補正計上するものであります。  

 次に、前年度の国県補助金の精算に伴う返還金として、諸費で１億５，３９４

万円を追加するものであります。また、本町が所有している公共施設について、
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今後の行政需要に備え、計画的に基金を積み立てていく必要があることから、公

共施設整備等基金、積立金で１億円を計上するものであります。  

 次に、民生費では、当初予算で計上しておりました保育所等整備事業費補助金

につきまして、新型コロナ感染症対策として私立保育園からの申請をいただいて

おりましたが、コロナ対策として追加の工事が必要となったことから、児童福祉

総務費で７９万３，０００円を追加するものであります。  

 次に、衛生費では全庁体制で取り組んでおります新型コロナウイルスワクチン

接種につきまして、接種対象者の拡大やオミクロン株対応ワクチン接種にかかる

費用として３，９８１万３，０００円を計上するものであります。  

 次に、商工費では、７月補正で計上しておりました事業復活応援給付金交付事

業につきまして、対象事業者が当初の見込みを大幅に上回ることが判明し、予算

に不足が生じることから、商工費で１，０８０万円を追加するものであります。  

 一方、歳入では新型コロナウイルスワクチン接種事業に対する補助金といたし

まして、国庫負担金で５１７万円を、国庫補助金で３，４６４万３，０００円を

追加するものであります。  

 次に、歳出でご説明いたしましたマイナンバーカード普及促進事業に、国庫補

助金で３９５万２，０００円を計上するものであります。また、保育所等整備事

業費補助金の増額に伴い、国庫補助金で５２万９，０００円を増額するものであ

ります。また、当初予算に計上しておりました母子手帳アプリに対する国庫補助

金として１３万２，０００円を追加するものであります。  

 次に、諸収入では、令和３年度後期高齢者医療広域連合の決算に伴う返還金と

して２，２８６万８，０００円を計上いたしました。  

 なお、令和３年度決算に伴い、繰越金が確定したことから、９億９，９６３万

円を計上するとともに、今回の補正予算に係る財源を充当後、財政調整基金から

の繰入金７億５，６７４万６，０００円を減額することで収支を合わせるもので

あります。  

 続きまして、「議案第３２号、令和４年度三郷町し尿浄化槽管理特別会計補正予

算（第１号）」についてであります。  

 当初予算に２７万９，０００円を追加し、補正後の予算総額を３２６万８，０

００円とするものであります。内容といたしましては、令和３年度決算における

繰越金２７万９，０００円を下水処理施設管理基金へ積み立てるものであります。 
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 続きまして、「議案第３３号、令和４年度三郷町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）」についてであります。当初予算に１，３５５万１，０００円を追加し、

補正後の予算総額を２２億９，２７９万６，０００円とするものであります。内

容といたしまして、歳入で、特定健診負担金の令和３年度精算分を受け入れるた

め、５万９，０００円を計上するものであります。  

 なお、令和３年度決算に伴い、繰越金が確定しましたことから、４，７７３万

６，０００円を計上するとともに、財政調整基金からの繰入金を全て減額し、残

る１，３５５万１，０００円を財政調整基金へ積み立てることで収支を合わせる

ものであります。  

 続きまして、「議案第３４号、令和４年度三郷町介護保険特別会計補正予算（第

１号）」についてであります。  

 保険事業の当初予算に３，１０７万４，０００円を追加し、補正後の予算総額

を２１億６，７４８万２，０００円とするものであります。内容といたしまして、

歳出では、令和３年度の介護給付費及び地域支援事業費の国、県補助金の超過交

付分を返還するため、償還金で２，０３２万４，０００円を計上するものであり

ます。  

 なお、令和３年度決算に伴い、繰越金で３，１０７万４，０００円を計上する

とともに、今回の補正予算に係る財源を充当後、残る１，０７５万円を介護給付

費準備基金へ積み立てることで収支を合わせるものであります。  

 次に、サービス事業の当初予算に１００万円を追加し、補正後の予算総額を６

１７万３，０００円とするものであります。内容といたしましては、令和３年度

決算における繰越金１００万円を予備費に計上するものであります。  

 続きまして、「議案第３５号、令和４年度三郷町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）」についてであります。  

 当初予算に６万３，０００円を追加し、補正後の予算総額を４億７，０３９万

５，０００円とするものであります。内容といたしまして、本年４月及び５月に

納付された保険料を広域連合に納付するため、歳入では繰越金を、歳出では後期

高齢者医療広域連合納付金で、それぞれ６万３，０００円を追加するものであり

ます。  

 続きまして、「議案第３６号、令和３年度三郷町下水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について」であります。  
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 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和３年度下水道事業会計の未

処分利益剰余金１億６，５５０万４５８円を減債積立金に８，８７１万４，９２

７円を積み立てるとともに、資本金へ７，６７８万５，５３１円を組み入れるこ

とについて、議会の議決を求めるものであります。  

 続きまして、「議案第３７号、三郷町議会議員及び三郷町長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の一部改正について」であります。  

 本条例の改正は、公職選挙法施行令が一部改正され、物価変動等の影響により、

選挙運動費用における公費負担限度額が引き上げられました。これに伴い、本町

においても同様に選挙運動用自動車の借入れ及び燃料供給費用、ビラ・ポスター

作成費用に係る公費負担限度額をそれぞれ引き上げ、公布の日から施行するもの

であります。  

 続きまして、「議案第３８号、職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て」であります。  

 非常勤職員に係る育児休業取得要件の緩和を目的として、人事院規則の改正が

されたことに伴い、本町においても会計年度任用職員が同様の措置となるよう、

所要の改正を行うものであります。  

 主な改正点としましては、子どもが保育所に入所できない等の理由により、１

歳以降も育児休業を取得する場合、夫婦交代で育児休業の取得が可能になるなど、

さまざまな育児の状況に応じて柔軟に育児休業を取得できるよう改正するもので、

本年１０月１日から施行するものであります。  

 続きまして、「議案第３９号、三郷町文化センター条例の一部改正について」で

あります。  

 文化センター１階の南都銀行跡を貸館利用を可能にするための条例改正であり

ます。当該スペースを多目的室とし、所要の使用料を制定するもので、本年１０

月１日から施行するものであります。  

 続きまして、「議案第４０号、令和４年度ＦＳＳ３５キャンパスサテライトオフ

ィス整備工事（テレワーク交付金）請負契約の締結について」及び「議案第４１

号、令和４年度ＦＳＳ３５スポーツパーク整備工事（拠点整備交付金等）請負契

約の締結について」は関連がございますので、一括してご説明申し上げます。  

 本町では、本年２月に無償譲渡を受けた奈良学園大学三郷キャンパス跡地をＦ

ＳＳ３５キャンパスと名づけ、全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の核とな
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るエリアとして活用することといたしました。その中で、１０館をサテライトオ

フィスとして活用するため改修工事を実施するもので、総合評価落札方式による

一般競争入札の結果、株式会社楠本工務店、代表取締役、楠本康則を契約の相手

方とし、１億１３５万４，０００円で請負契約を締結するため、議会の議決を求

めるものであります。  

 また、スポーツパークとして、テニスコート、バスケットコート、ＢＭＸパー

ク、スケボーパークを新たに整備するための改修工事を実施するに当たり、一般

競争入札の結果、長谷川体育施設株式会社関西支店、執行役員支店長、川村直樹

を契約の相手方とし、９，６６８万５，６００円で請負契約を締結するため、議

会の議決を求めるものであります。  

 続きまして、「議案第４２号、令和４年度惣持寺地区調整池整備工事（特定都市

河川浸水被害対策推進事業）請負契約の締結について」であります。  

 浸水常襲地域である惣持寺地区における抜本的な対策として、当該エリアに新

たに調整池を整備するため、雨水を貯留する調整池の整備工事を実施するもので、

総合評価落札方式による一般競争入札の結果、村本・山岡特定建設工事共同企業

体、村本建設株式会社奈良本店、常務執行役員本店長、高田幸伸及び株式会社山

岡組、代表取締役、山岡告章を契約の相手方とし、１２億１，１７９万６，３０

０円で請負契約を締結するため、議会の議決を求めるものであります。  

 続きまして、「報告第７号、令和３年度三郷町の財政の健全化判断比率について」

であります。令和３年度決算で、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、黒字で

あったことからいずれも表示されず、実質公債費比率は１．７％で、前年度比で

０．２ポイントの増加となりました。また、将来負担比率については、地方債残

高が増加したことや、基準財政需要額算入見込額が減少したことで、前年度比２．

７ポイント増加し、５２．１％となりました。  

 続きまして、「報告第８号、令和３年度三郷町下水道事業会計に係る資金不足比

率について」、及び「報告第９号、令和３年度三郷町水道事業会計に係る資金不足

比率について」であります。  

 両会計におきまして、資金不足比率は生じず、算定値は下水道事業会計がマイ

ナス２２．８１％、水道事業会計がマイナス９１．４％となったものであります。  

 続きまして、「報告第１０号、三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価の結果について」であります。  
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 本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１

項の規定により、令和３年度の教育委員会の活動状況並びに施策の点検及び評価

を議会に報告するものであります。  

 続きまして、「報告第１１号、公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況につ

いて」であります。  

 本件につきましては、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、令和３

年度の事業報告及び決算、並びに本年度の事業計画及び予算を議会に報告するも

のであります。  

 続きまして、「報告第１２号、損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告につい

て」であります。  

 本件につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分し

た損害賠償の額の決定について報告するものであります。  

 内容といたしましては、本年４月８日に収集車が民家の擁壁に接触する物損事

故が発生したもので、外壁について１０万２，３００円、畑の門扉及び石垣等に

ついて３３万６，３２９円、異なる外壁について５３万７，９００円の損害賠償

をそれぞれ支払うことで、相手方との示談が成立したものであります。  

 続きまして、「報告第１３号、令和３年度ふるさと寄附金について」であります。  

 本町のふるさと寄附金「ガンバレ三郷！応援寄附金」の令和３年度の実績とい

たしまして、４７５件、合計５１４万２，８００円のご寄附を頂きました。心よ

り厚く御礼を申し上げますとともに、頂いたご寄附については、基金に積み立て、

事業目的ごとに有効活用させていただきます。ありがとうございました。  

 最後に、「報告第１４号、寄附の受け入れについて」であります。  

 本年７月８日に株式会社南都銀行頭取、橋本隆史様及び株式会社楠本工務店代

表取締役、楠本康則様から、西部保育園に対し、折り畳み式作品乾燥棚１台、紫

外線吸収遮断メッシュシート１枚、モバイルスクリーン１台、画板３０個をご寄

附いただきました。心より厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。  

 以上が本定例会に提案いたしました議案の主な内容であります。慎重審議賜り

ますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。  

議長（伊藤勇二）  以上で提案理由の説明を終結します。  

       〔議案朗読〕  

議長（伊藤勇二） 日程第３０、「発議第４号、安倍元首相の『国葬』の中止を求める
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意見書について」を議題とし、事務局に朗読させます。  

議会事務局主任（小村雄一）  朗読します。  

 発議第４号、令和４年９月６日、三郷町議会議長  伊藤勇二  様。  

 安倍元首相の「国葬」の中止を求める意見書。  

 このことについて、別紙のとおり提出いたします。  

 提出者  久保安正。  

 賛成者  神崎静代、南  真紀。  

 政府は、参院選期間中に襲撃されて亡くなった安倍晋三元首相の葬儀を「国葬」

として行うことを閣議決定しました。「国葬」とする理由について、岸田首相は、

記者会見で“強いリーダーシップで内政・外交で大きな貢献を果たした総理大臣

だったからだ”と述べました。  

 安倍元首相が無法な銃撃で殺害されたという暴挙については厳しく糾弾されな

ければなりません。しかし、安倍元首相に対する政治的評価は広く国民の中で分

かれています。森友・加計・桜などの政治の私物化では疑惑究明がなされず、「ア

ベノミクス」や外交、安保法制の強行などさまざまな問題をつくった政権であっ

たことが国民の評価を大きく分けているのです。  

 岸田首相が述べたように、安倍元首相を内政も外交も全面的に礼賛する立場で

の「国葬」を行うことは、国民のなかで評価が大きく分かれている安倍元首相の

政治的立場を、国家として全面的に公認し、国家として安倍元首相の政治を賛美・

礼賛することになります。  

 また、こうした形で「国葬」を行うことは、安倍元首相に対する弔意を、個々

の国民に対して事実上強制することにつながることが強く懸念されます。弔意は、

誰に対するものであっても、弔意を示すかどうかも含めて、すべて内心の自由に

かかわる問題であり、国家が弔意を求めたり、弔意を事実上強制したりすること

があってはなりません。  

 さらに、「国葬」は明治憲法下の天皇の勅命である「国葬令」に基づくものでし

たが、日本国憲法施行の際に失効し、現在は実施にあたっての法的な根拠はあり

ません。  

 よって、政府に対し、安倍元首相の葬儀を「国葬」で行うことの中止を求めま

す。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。  
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 ２０２２年９月  奈良県三郷町議会。  

 提出先  内閣総理大臣。  

 以上でございます。  

       〔提案理由の説明〕  

議長（伊藤勇二） ただいま朗読の発議第４号について、提案理由の説明を求めます。

２番、久保安正議員。  

２番（久保安正）（登壇） 安倍元首相の「国葬」の中止を求める意見書について、提

案理由を述べます。  

 国葬とは、国家が主催し国費で行われる葬儀です。日本では、国民国家が形成

される明治期につくり出されました。国葬の原型がつくられたのは、当時の政府

の最高実力者で、１８７８年、明治１１年に不平士族に暗殺された大久保利通の

葬儀です。まだ基盤が不安定だった明治政府は、暗殺を契機に、不平士族や自由

民権派などの反政府活動が活気づくことを危惧し、彼らを社会悪として完全否定

する政治的意図を持って葬儀を送られました。  

 喪主は、大久保家でしたが、実質的には、伊藤博文ら政府首脳が主導して、国

の内外に見せるために多額の国費を使い、盛大な葬儀が行われました。  

 ５年後の１８８３年、岩倉具視の葬儀で、公文書で国葬という言葉が明記され、

天皇の特別のおぼしめしに基づいて、政府が公式に指導する国葬が成立します。

以降、敗戦まで天皇と皇太后を除き、２０人の国葬が行われました。  

 天皇に仕え、国家に尽くした功臣の死をみんなで悼むことによって一体感を生

み、国民統合や国威発揚のための装置として、国葬は作用することになります。  

 １９２６年、大正１５年、天皇中心の専制国家を支える儀式として国葬が、国

葬令として法令化され、国葬に際しての国民の服務の義務が明文化されました。

国葬令は、戦後、日本国憲法の国民主権や基本的人権に反するものとして、１９

４７年に失効しました。ところが、１９６７年に、当時の佐藤栄作首相が、吉田

茂元首相の国葬を法的根拠のないまま、閣議決定で強引に実行しましたが、反対

運動が起こり、無関心な人々も多く、戦後の民主主義の日本社会でかつてのよう

な国葬は成り立たないことを示して終わりました。１９７５年の佐藤栄作元首相

の葬儀は、国葬は断念され、内閣、自民党、国民有志主催の国民葬として行われ

ました。当時の朝日新聞の報道によれば、決め手は内閣法制局の法的根拠が明確

でないとの見解だったとされます。戦前のような国葬令が存在しないだけでなく、
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国葬という以上、立法、行政、司法の３権が合同で行うべきで、吉田元首相の場

合のように、閣議決定だけでは内閣葬にすぎないといった点が考慮され、国葬で

はなく、内閣、自民党、国民有志主催の国民葬として行われることになった。当

時の朝日新聞の報道です。  

 岸田内閣は、安倍元首相の国葬に向けて、独断的に突き進んでいますが、国葬

と言いながら、国民の分断と亀裂が大きく広がっています。  

 戦前、国葬令に基づく国葬は、国民を侵略戦争に駆り立てる手段として使われ

ました。戦後の憲法下で、国葬令が執行したのは、民主主義と相入れないからで

す。法的な根拠も有しない国葬を復活させてはなりません。  

 以上、提案理由。  

議長（伊藤勇二）  以上で提案理由の説明を終結します。  

       〔審議日程及び委員会付託〕  

議長（伊藤勇二）  それでは、審議日程及び委員会付託については、先般の議会運営

委員会において決定されておりますので、これを事務局に朗読させます。  

議会事務局主任（小村雄一）  朗読します。（別紙１頁～７頁）  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  お諮りします。ただいま朗読のとおり、それぞれ所管の委員会に

付託の上、審議することにしたいと思います。ご異議ありませんか。  

       （「異議なし」の声あり）  

議長（伊藤勇二）  異議なしと認めます。したがって、ただいま朗読のとおり、それ

ぞれ所管の委員会に付託の上、審議することに決定しました。  

議長（伊藤勇二）  日程第３１、令和３年度三郷町一般会計、特別会計決算審査の報

告、日程第３２、令和３年度三郷町下水道事業会計及び水道事業会計決算審査の

報告を一括にして監査の報告を求めます。瓜生代表監査委員。  

代表監査委員（瓜生英明）（登壇） それでは、令和３年度三郷町一般会計、特別会計

の決算審査の結果をご報告申し上げます。  

 去る８月２日、３日の両日、山田監査委員とともに、令和３年度三郷町一般会

計、各特別会計の歳入歳出決算及び基金の運用状況について審査を行いました。

その中で地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付されました令和３

年度三郷町一般会計及び住宅新築資金等貸付事業、し尿浄化槽管理、国民健康保

険、介護保険の保険事業、介護保険のサービス事業、後期高齢者医療の各特別会
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計の歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書、関係者帳

簿、証拠書類並びに同法第２４１条第５項の規定により、審査に付されました各

基金の運用状況を審査いたしました。  

 各会計の決算については、予算現額及び収入支出額について関係者帳簿、証拠

書類等を慎重に審査をしました結果、計数的に正確であり、会計経理は適正に行

われているものと認められました。  

 また、各基金の運用状況についても、計数に誤りがなく、適正に運用されてい

るものと認められました。  

 なお、財政健全化を図るための財政運営につきましても、意見を付したところ

でございますが、詳細につきましては、審査意見書をご覧いただきたいと思いま

す。  

 以上でございます。  

 続きまして、令和３年度下水道事業会計及び水道事業会計の決算審査の結果を

ご報告申し上げます。  

 去る７月７日に山田監査委員とともに、令和３年度両会計の決算審査を実施い

たしました。提出されました損益計算書、貸借対照表、剰余金計算書、その他の

関係者資料を証拠書類及び決算書を慎重に審査いたしました結果、計数的に正確

であり、会計経理は適正に行われているものと認められました。  

 なお、財政健全化を図るための上下水道事業の運営につきましては、意見を付

したところでございますが、詳細につきましては、令和３年度三郷町下水道事業

会計決算審査意見書及び令和３年度三郷町水道事業会計決算審査意見書をご覧い

ただきたいと思います。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  ありがとうございました。  

 以上で、令和３年度三郷町一般会計、特別会計決算審査の報告及び令和３年度

三郷町下水道事業会計及び水道事業会計決算審査の報告を終結します。  

 ここで、暫時休憩といたします。再開は１０時５０分といたします。  

       休  憩   午前１０時３１分  

       再  開   午前１０時５０分  

議長（伊藤勇二）  休憩を解き、再開します。  

       〔一般質問〕  
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議長（伊藤勇二）  日程第３３、「一般質問」を行います。  

 三郷町議会会議規則第５５条、同一議員につき同一の議題について３回を超え

ることができないと規定されています。また、第５６条の規定により、質問、答

弁合わせて、原則１時間以内と制限します。  

 一般質問の順番については、同規則第６１条第３項の規定により通告順としま

す。  

 それでは、通告順により質問を許します。各位のご協力の下、運営が円滑にな

されますよう、よろしくお願いします。  

 それでは、６番、髙田好子議員。一問一答方式で行います。  

６番（髙田好子）（登壇）  おはようございます。  

 それでは、議長のお許しをいただきましたので、先般通告させていただきまし

た１番目の項目、子ども医療費助成制度の拡充について質問させていただきます。 

 日本は、２０４２年には高齢化率が３６．１％に達すると言われており、人口

減少による深刻な問題、少子高齢化への対応が重要と言えます。日本創成会議の

試算では、２０４０年までに消滅の危機に直面する市町村は、８９６に及ぶと見

込まれており、三郷町では２０歳から３９歳の女性の人口が５割以下に減少する

自治体ではなかったため、消滅可能性都市とはならなかったものの、地方創生総

合戦略にも関わりますが、具体的な施策を何もしないと、三郷町も消滅可能性都

市に近い自治体になることが予想されます。  

 本町では、令和２年３月に第２期三郷町子ども子育て支援事業計画が策定され、

笑顔と元気あふれ、すべての子どもと親が輝くまちと掲げ、第２期まちづくり総

合戦略においても、若い世代と子どもたちが住みやすく、結婚・出産・子育ての

場として選ばれる生活環境づくりとし、子どもの医療費助成の具体的施策として

示されています。働き盛りの世代が本町に移り住み、住み続けたいと言っていた

だける子育て環境を速やかに構築すべき重要なときを迎えていると思っておりま

す。そのためには本町の子ども子育て支援施策の取組やビジョンをしっかりと掲

げて、着実に取り組むべきであると考えております。  

 家計にとって負担となりがちな子ども医療費ですが、助成対象が拡大していま

す。東京都では、今まで中学生までだった医療費の助成対象が、令和５年度から

高校生までに拡大されます。全国の市区町村単位でも、子ども医療費の対象を１

８歳となる年度末までとする市区町村も増えてきており、県内でも、大和高田市、
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広陵町が、本年８月より対象年齢を１８歳までに拡充されました。現在、本町に

おいて、子ども医療費助成の対象は中学校卒業までとしておりますが、コロナ禍

の影響もあり、子ども達の置かれている状況は多様化し、子どもの医療費の経済

的負担は大きいと言われています。  

 子どものいる家庭にとって大きな助けとなる乳幼児も含む子ども医療費助成制

度は、子育て世代の経済的負担の軽減、必要な受診機会を確保し、子どもの健康

を守るため子ども医療費助成の拡充は必要であり、現行の中学校卒業までの対象

を高校卒業までに拡充すべきと考えますが、町のお考えをお聞かせください。  

 また、本町の子ども医療費の現物給付化の現状は、国の政策推進もあり、令和

元年８月より、ゼロ歳児から６歳までの未就学児を対象に現物給付方式が導入さ

れています。小学１年生から中学３年生までの学齢期に当たる子どもが受ける子

ども医療費については、自動償還払いとなっています。他府県から転入された方々

からは、奈良県は窓口払いが必要なのか、いや、どうして立替払いをしなくては

いけないのかというお声もお聞きします。本来はどこに住んでいても安心して子

どもを産み育てることができるよう、基本的には国が統一的なサービスをやって

いただくことが望ましいと考えますが、現状、各都道府県で制度に差があります。  

 奈良県市長会及び町村会で、令和元年度、令和２年度と２年にわたり県に対し

て早期の現物給付化の実施の要望をしていただいていること、また、現物給付方

式の拡大を実施した場合、国民健康保険国庫負担金の減額調整措置、ペナルティ

ーが課せられることなど、さまざまな課題があることは推察されます。  

 しかし、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めることは、少子化対策の強

化にもつながると考えます。  

 そこで、現物給付方式を小学生以上に拡大することへのお考えをお伺いいたし

ます。よろしくお願いいたします。  

議長（伊藤勇二）  辰巳住民福祉部長。  

住民福祉部長（辰巳政行）（登壇）  おはようございます。よろしくお願いします。  

 それでは、髙田議員の１問目のご質問にお答えさせていただきます。  

 子ども医療費助成制度は、子どもの健康の保持及び福祉の促進を図ることを目

的として医療保険の自己負担分を助成する制度で、本町におきましては、奈良県

の補助基準に合わせ、中学校卒業までを対象として平成２３年度より一部負担金

を、平成２８年度より所得制限を撤廃して実施しております。給付方法について
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ですが、未就学児につきましては、医療機関での窓口負担が不要な現物給付方式

を、小中学生につきましては、一旦窓口負担をしていただき、後日助成金を支給

する自動償還払方式を採用しております。  

 議員ご質問の子ども医療費助成制度の拡充につきましては、平成３０年度に国

民健康保険制度が県単位化されたことと同様に、県下で統一されることが望まし

いと考えております。  

 しかしながら、子育て世代の経済的負担の軽減及び安心して医療を受けられる

環境づくり、そして、子育てしやすいまちづくりの観点から一つの施策として、

本町におきましても、次年度には子ども医療費助成を高校卒業まで拡充できるよ

う準備してまいりたいと考えております。  

 また、給付方式の採用につきましては、現在奈良県では、未就学児のみ現物給

付方式を採用しております。経緯といたしましては、未就学児に係る国民健康保

険の国庫負担金減額調整措置、いわゆるペナルティーが撤廃されたことに伴い、

令和元年８月診療分より未就学児のみを対象として導入されました。小学生以上

の子どもにつきましては、引き続き国の減額調整措置が適用され、現物給付方式

の導入には至っておらず、毎年減額調整措置の撤廃と現物給付方式の対象年齢引

上げを国に強く働きかけるよう、町村長会を通して県へ要望しているところです。 

 現物給付方式の拡充は各市町村とも望んでいるところであり、今後も県下で足

並みをそろえながら、国及び県へ粘り強く要望を続け、現物給付方式の対象年齢

引上げを実現できるよう努めてまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  髙田議員、再質問を許します。  

６番（髙田好子）（登壇）  ただいま辰巳部長より子ども医療費を高校卒業まで拡充、

来年度に向けてやっていただけるということで、大変前向きなご答弁をいただき

ました。感謝申し上げます。子育て世代の皆さんが大変喜ばれると思います。  

 そこで一つお尋ねですが、助成対象を現行の中学卒業１５歳から高校卒業の１

８歳までとした場合、町の持ち出しというのは概算でどれぐらい試算されている

のかちょっとお伺いさせてもらいたいと思います。  

 現物給付方式につきましては、毎年、県や国のほうにも要請をしていただいて

いるということで、住民の負担軽減をする観点からも、制度の改正に向けて要望

していくというようなことだったと思いますので、引き続き現物給付の拡大を要
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望し続けていただきたいと思います。  

 子ども医療費助成の拡充については、繰り返しになりますが、子どもを産み育

てやすいとする子育て支援や三郷町に住んでみたい、三郷町に住み続けたいと思

っていただける移住定住施策の観点からも、三郷町を選んでもらえるツールの一

つとしていく必要があると考えます。子育て支援は、安心して子育てができるこ

の環境を社会全体で整備していくこと、また、三郷町の将来を担う子ども達が健

やかに成長することができる社会の実現に寄与することが目的だと思っておりま

す。三郷町の子ども達のためにも、スピード感、スケジュール感を持って、助成

拡大に取り組んでいただくことを強く要望し、ご答弁をお聞きし、私の１問目の

質問を終了いたします。  

議長（伊藤勇二）  辰巳住民福祉部長。  

住民福祉部長（辰巳政行）（登壇） それでは、髙田議員の再質問にお答えさせていた

だきます。  

 子ども医療費助成制度、高校生までに拡充した場合の影響額についてというこ

とでございますが、１学年に約１８０人と試算いたしまして、３学年で、１年間

約１，０００万円と見込んでおります。  

 また、現物給付方式の話につきましても、全国知事会が本年の７月２８日と２

９日に奈良市で開催され、安心して産み育てるためには経済的な支援をさらに充

実させ、社会全体で子育てを応援していくことが重要だとして、子ども医療費助

成に関して国保の国庫負担額が減額される調整措置について全廃という提言を盛

り込みました。本町といたしましても、先ほども申し上げましたが、動向を注視

しつつ、県内市町村と足並みをそろえながら、一歩踏み込んで現物給付方式の対

象年齢引上げを早期に実現できるように努めてまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  １問目の質問は終了しました。  

 続きまして、２問目の質問に移ります。６番、髙田好子議員。  

６番（髙田好子）（登壇）  それでは、２問目の質問に移らせていただきます。  

 男性用トイレのサニタリーボックス設置についてお伺いをいたします。  

 本町は医療用ウィッグや乳房補整具の購入費助成制度を導入し、がんサバイバ

ーの町民のアピアランスケア、外見のサポートや精神面のサポートに取り組み、

応援、支援していただいております。  
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 一般的に２人に１人ががんに罹患すると言われる時代、早期発見早期治療、そ

して、目を見張る医療の進歩に伴い、生存率も上がっており、たとえがんと診断

されても、職場復帰される方、地域活動を生き生きと再開される方など、社会生

活を続けておられる方が多くいらっしゃいます。  

 国立がん研究センターが２０１８年にまとめた統計によると、前立腺がんと診

断された男性は約９万２，０００人、膀胱がんは、約１万７，０００人に上ると

され、近年増加傾向にあります。男性特有のがんである前立腺がんや男性の罹患

率が高いとされる膀胱がんの手術後に、排尿コントロールが難しくなり、頻尿や

尿漏れの状況が起こりやすくなり、このため手術を受けた男性は、尿漏れパッド

を着用することが多く使わざるを得ない方が一定数おられます。  

 少し前に、外出先で尿漏れパッドを捨てるところがないとのお困りの声をいた

だきました。生理用品などを捨てるため、女性トイレの個室には当たり前にある

サニタリーボックスが男性トイレには置かれていないことがまず驚きでした。尿

漏れパッドを着用している男性は、恥ずかしさからなかなか声を上げられず、捨

てる場所がないため、使用済みのパットを持ったままごみ箱を探すのが現状で、

やむを得ず、外出先から自宅までビニール袋などに入れて持ち帰ったり、トイレ

に放置される場合もあるそうです。一方、当事者以外の男性は、問題意識を持ち

づらいのだとも感じ、公共施設等にサニタリーボックスの設置がされていないの

かとも思いました。  

 本年１月に、日本骨髄バンク評議員の方の尿漏れパッドはどこへという寄稿が

掲載されたこともきっかけとなり、そのような状況を改善しようと、全国の市町

村各地で、男性トイレの個室にサニタリーボックスの設置の動きがあります。  

 埼玉県では２２５か所ある県有施設の多目的トイレを含む男性トイレへのサニ

タリーボックス設置１００％となったほか、三重県や福岡県、芦屋市、交野市、

西宮市などでも設置が進んでいます。埼玉県や西宮市などでは、設置と一緒に、

トイレの入り口や個室のトイレのドアにサニタリーボックス設置していますとの

案内掲示も貼られています。また、大型商業施設や大手家電量販店、自動車販売

店など、設置する民間企業の取り組みも進んでいます。  

 民間企業の調査によると、４０歳代から７０歳代の男性の８人に１人が、尿漏

れに悩んでいるとのことです。本町においても、声を出さずとも、困られている

方がおられます。また、サニタリーボックスを設置することは、赤ちゃんのおむ
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つ替えをするお父さんやＬＧＢＴなど性的少数者の配慮にもつながると考えます。 

 役場や文化センター、図書館など、町内施設の男性トイレ個室にサニタリーボ

ックスを設置してはどうでしょうか。スペースの問題などもあろうかと思います

ので、全ての個室に設置することが難しければ、トイレ１か所につき一つの個室

だけでも設置して、案内表示をすればよいと思います。できれば、においなど衛

生面や回収してくださる方のことも考えて、袋も設置し、それに入れて、口を結

んで捨てていただけるようにするのはどうでしょうか。  

 そこでお尋ねいたします。現在の男性トイレ個室へのサニタリーボックスの設

置状況と今後の設置や案内表示等の取り組みについて、町の見解をお聞かせくだ

さい。よろしくお願いいたします。  

議長（伊藤勇二）  辰巳住民福祉部長。  

住民福祉部長（辰巳政行）（登壇） それでは、髙田議員の２問目のご質問にお答えさ

せていただきます。  

 本町のサニタリーボックスの設置状況についてでございますが、生理用品等を

廃棄する目的で、女性用トイレ及び一部の多目的トイレには設置しておりますが、

男性用の個室トイレには現在設置しておりません。議員がおっしゃるとおり、膀

胱がんや前立腺がんの手術後は、頻尿や尿漏れの症状が起きやすくなり、尿漏れ

パッドを利用されている方がおられます。トイレにサニタリーボックスを設置す

ることで、使用済みの尿漏れパッド等を持ち帰らずに廃棄することができるので、

安心して外出する環境を整えることができ、がんに罹患された方への適切な支援

により、社会とのつながりを維持し、生きる意欲を持ち続けるような社会をつく

るために、きめ細やかな配慮が必要であると考えております。  

 サニタリーボックスの設置について、他市町村の状況を見ますと、県内では、

奈良市が、近隣では、王寺町が男性用個室トイレに設置しており、全国的にも設

置する動きが進んできております。本町といたしましても、衛生管理の面でもメ

リットがあるため、庁舎をはじめ、公共施設を含めた設置について検討してまい

ります。  

 今後の取り組みといたしましては、パッド等の交換には、男性用個室トイレに

比べ、多目的トイレのほうが広さに余裕があり、より多くの方の利用が見込まれ

るため、まずは多目的トイレにサニタリーボックスを設置することを優先に進め、

利用者がすぐに見つけることができるよう、表示を掲げ周知してまいりたいと考
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えております。また、男性用個室トイレについても、サニタリーボックスを設置

することが理想と考えており、スペース等を考慮し、設置できるよう検討してま

いりたいと考えております。  

 本町のがん対策の施策においても、がん予防とがん患者等への支援の両面から

進めているところであり、性別や年齢に関係なく、がん患者の社会参加を後押し

したいと考えております。今後も、ＳＤＧｓ達成に向けた社会課題に取り組み、

トランスジェンダーの方でも安心して利用ができるよう、全ての人がお互いに人

格、個性、多様な生き方を尊重し合い、ともに支え合える共生社会の実現を目指

してまいります。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  髙田議員、再質問を許します。  

６番（髙田好子）（登壇） 今辰巳部長から、まずは多目的トイレに設置の方向で、ま

た、表示案内もつけていくということを言っていただきました。前向きな答弁を

いただき、また迅速に対応していただきたいと思います。個室トイレのほうにも、

どうかよろしくお願いします。  

 昨年、生理の貧困が社会的テーマとして大きく報道等でもクローズアップされ

る前、切実なお困りの声をお聞きした折も、今回の男性トイレにサニタリーボッ

クスの設置の件のようにとてもナイーブな問題で、当事者の意識に立つことは難

しいかもしれないとの思いがありましたが、令和３年３月に森町長に、女性の負

担軽減に関する緊急要望を提出させていただき、町長及び町当局は、お困りの声

を前向きに受け止めてくださり、エリアマネージャー会議等でも検討し、防災備

蓄品として保管されていた生理用品を活用して、迅速に対応してくださいました。

役場窓口３か所だけではなく、小中学校、高校、専門学校への配置もしてくださ

り、現在も窓口等への配付を続けていく中で、配付状況が少しずつ増えているこ

ともお聞きしており、心配になる点もありますが、実際に配付してもらってとて

も助かったとの声をお聞きすると、町民の声が、声を出しにくいところの細かい

配慮ができる本町であることは大変喜ぶべきことで、生理の貧困で、女性の経済

的負担が少しでも軽減されていること、また、今回の男性トイレにサニタリーボ

ックスの設置を進めていただけることに、改めて感謝いたします。  

 役場庁舎をはじめ公共施設は、その性質からも、町民だけではなく、不特定多

数の方が出入りをし、職員の方もたくさんおられます。今回焦点を当てたサニタ
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リーボックスの件についても、尿漏れパッドを使用する側の当事者、そしてその

後にトイレを利用する方、また、清掃する方、それぞれの立場があり、皆さんが

気持ちよく衛生的に運用できるよう、個別に入れて捨てる袋の設置も重ねてお願

いいたします。  

 また、このようなことで悩んでおられる方へ、広報紙等への設置がされた際の

周知もあわせてお願いいたします。  

 今後も町民の方が安心して困難なく生活が送れる三郷町であることを期待いた

しまして、私の２問目の質問を終了させていただきます。  

議長（伊藤勇二）  ２問目の質問は終了しました。  

 ６番、髙田好子議員の質問は以上をもって終結します。  

 ３番、南真紀議員。一問一答方式で行います。  

３番（南  真紀）（登壇） 今、髙田議員からの一般質問で、さらに話を進めていきた

いと思います。  

 小・中学校のトイレに生理用品をということについて、一般質問させていただ

きます。  

 女性の生理用品については、昨年の６月議会で、コロナ禍での経済的支援の観

点から三郷町の小中学校の女子トイレに生理用品を設置できないか、一般質問を

させていただきました。しかし、最近では、貧困対策だけではなく、ジェンダー

平等の観点から、トイレにはトイレットペーパーが設置されているのと同じよう

に、女性用トイレには生理用品を設置しているところが増えてきています。小中

学校で生理が始まったばかりのときは、女性は周期も定まらず、出血の量も不安

定です。  

 私が中学生の頃、友達が急に生理が始まり、休み時間に慌ててトイレで確認し

て、トイレットペーパーで応急処置をして授業に間に合うように教室に戻ってき

ました。しかし、その授業中、服も座っているいすも血で染まってしまい、泣き

出してしまった子がいました。トイレに生理用品があれば、こんな悲しい思いを

せずに済んだ話です。  

 生理痛も個人差があり、ひどい人は寝込んでしまう人もいます。精神的にもい

らいらしたり不安定になります。テストのときなど、大事なときには集中できず、

大変です。もともと女性だけに、これだけの負担があるのです。ここへさらに、

男子が持ち歩く必要のない、かさばる生理用品を女子だけに持ち歩かせることを
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押しつけるのは、男女平等ではありません。  

 今、世の中では人権問題だと言われ、あちこちで訴えが起こり、学校のトイレ

に生理用品が置かれるところが増えてきました。男女の格差を少しでも軽減させ

るのが行政の役割ではないでしょうか。三郷町の小中学校のトイレに生理用品を

設置すべきと思いますが、いかがですか。  

議長（伊藤勇二）  渡瀬教育部長。  

教育部長（渡瀬充規）（登壇） それでは、南議員の１問目のご質問にお答えさせてい

ただきます。  

 本ご質問につきましては、令和３年第２回６月定例会におきまして、回答させ

ていただいたとおり、コロナ禍の中、経済的理由等で生理用品を購入できない、

または入手できない、いわゆる生理の貧困が全国的な問題となり、本町ではこの

件が町全体で受け止める相談体制、いわゆる重層的支援体制整備事業に該当する

ものと考え、町関係部署が集まり協議を行いました。  

 結果、小中学校のトイレに生理用品を配置することにつきましては、単に、配

付するのではなく、生徒、児童の心のケアが重要との意見がありましたので、生

理用品の使用に係る衛生面及び数量の管理面も考慮し、保健室での養護教諭によ

る直接配付を行い、生徒児童を見守る体制づくりを今も継続しているところでは

ございます。  

 なお、昨年以降の各学校の支給数ですが、三郷小学校では１８個、三郷北小学

校で４４個、三郷中学校で９８個、計１６０個となっており、保健だよりに掲載

することで、ある一定の周知は図られているものと考えております。  

 また、実際に保健室に取りに来る児童・生徒には、養護教諭が必ず聞き取りを

行い、状況把握、相談、指導することができており、使い方や捨て方を家で教え

てもらっていない子どもにも指導ができております。  

 議員おっしゃるようトイレに生理用品を配置している自治体もあることは認識

しておりますが、本町といたしましては、今後、子ども達が社会に出たときに、

生理に対する自己管理を中学生までの間に習慣づけることが大切だと考えており

ますので、単にトイレに設置するのではなく、今後も引き続き、直接配付を行い、

困り事を聞き取る一つのきっかけづくりの場として、内容によっては担当部署と

の連携を図るなど、重層的支援としてつなげてまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  
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議長（伊藤勇二）  南議員、再質問を許します。  

３番（南  真紀）（登壇）  私が今質問をしているのは、今回は貧困ではありません。

ジェンダー平等というところから、人権問題として話をさせていただいておりま

す。  

 以前、６月議会でも、衛生面についてもおっしゃっておりました。衛生面、水

とか掃除のときに、水をまいたりとかして、そういうところで置いてあるのは使

いにくいなど、そのようなことをおっしゃっていたと思います。衛生面について

は、同じように設置されているトイレットペーパーはどうなんでしょうか。生理

用品が置けないようなトイレでは、トイレットペーパーも不衛生で使えないし、

置けないということになります。いかがですか。  

 そして、単に配付するのではなく、直接配付することで、生徒児童の心のケア

が重要とおっしゃいましたが、心のケアのためにトイレに置くように求めている

のです。周期が定まらない中学生や小学生の思わぬ時期に生理が来て、トイレで

処置が可能になれば、余計な負担が減っていくんです。それに、保健室に取りに

来た女の子に様子を聞いて心のケアをというなら、男の子のケアはどうなのでし

ょうか。そこでも、逆の意味で男女格差が生じます。  

 先ほども、私の中学生のときのような例で言えば、周期の定まらない中学生で

す。突然生理になり、トイレで確認して、生理だと分かったら保健室まで全速力

で走らなければ授業に間に合いません。急いでいるときに生徒から何が聞けるの

でしょうか、ちょっと考えたら分かることだと思います。  

 現在は、男女の格差を縮めるために、企業までもがトイレに生理用品を置き、

無料で使用を可能にしているところがあるくらいです。企業がトイレに置く理由

は、男女の不均衡の軽減のためだそうです。不均衡の軽減のためと言ってくれて

います。近くの飲食店のトイレにも生理用品が置いてあるのを見ました。ご自由

にお使いくださいとありました。ありがたく使わせていただきました。人権を大

切に考えてくださるところが増えてきて本当にうれしい限りです。  

 ところで、三郷町は確か人権のまちだったのではないでしょうか。１回目の質

問でも申しましたように、これは人権問題です。それでも置く気になりませんか。

よろしくお願いいたします。  

議長（伊藤勇二）  渡瀬教育部長。  

教育部長（渡瀬充規）（登壇） それでは、南議員の再質問にお答えさせていただきま
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す。  

 南議員の中学校時代の体験談の中で、児童・生徒の生理は周期が定まらず、突

然来てしまう場合があり、大変困るということをお聞かせ願いました。小中学校

で、そのような児童・生徒に対してはどのぐらいいたのか、また、どのようにし

て対応しているのかをまたそのようなことを先生方に聞き取り、対応したいと考

えております。  

 しかしながら、トイレに置くことにより保健室へ行くことがなくなり、貧困や

虐待で困っている児童・生徒への聞き取りができなくなり、重層的支援会議で決

定しました本人への手渡しという当初の目的が果たせないことが考えるために、

人権、ジェンダーの問題も含めて、今度の問題につきましては、慎重に議論する

必要があるかと思います。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  南議員、再々質問を許します。  

３番（南  真紀）（登壇） 聞き取り調査のためということでしたが、男の子はどうな

んでしょうか。その辺の平等さも欠けていると思います。ＳＤＧｓの町三郷町で

あり、そして人権を大切にする町ということで、私はこれから期待したいです。

ジェンダー平等、男女の格差をなくそうと、トイレに生理用品をと住民からも随

分声が来ています。学校の先生にも言えないことを子ども達は家で言っているそ

うなので、母親から訴えの声が次々に上がってきています。  

 ＬＧＢＴＱのＬの男の子やＱの分からない子に生理が来たときの気持ちを想像

してみてください。生理用品を持ち歩くのがどれだけ屈辱的なことか。それを保

健室にあるから取りに来なさい、話を聞いてあげましょう、冗談じゃない。女の

体だというだけでどれだけプライバシーを傷つけられてしまうでしょう。女の子

の体、男の子の体、それぞれのことは別の場で、それをきっかけに、また別にき

っかけをつくって聞いてあげてほしいです。男女の格差を少しでも軽減できるよ

う、トイレに置いてあげてほしいです。よろしくお願いいたします。  

議長（伊藤勇二）  大西教育長。  

教育長（大西孝浩）（登壇） 南議員の再々質問にお答えをさせていただきたいという

ふう思います。  

 この施策につきましては、いわゆる異なる目的の二つの施策があるのかなとい

うふうに考えました。南議員の質問を聞きながらそう思ったんです。というのは、
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まず一つは、いわゆる生理の貧困と言われる家庭環境を聞き取って、その状況等

を支援する施策、もう一方は、女性というジェンダーを支援する施策、この二つ

の施策があるのかなと。本町が行っておりますのは、生理の貧困等を支援する施

策であり、南議員がおっしゃっているのは、女性というジェンダーを支援する施

策であるのかなというふうに考えております。そういったことから、町といたし

ましては、これまでどおりに直接子どもたちの話を聞いて、この取り組みを行っ

ていきたいと考えておりますので、目的達成のために、引き続き保健室での配付

を行ってまいりたいと考えております。  

 そんな中で、この施策もう１年が経過いたしました。女性職員も入っておりま

す重層的支援会議で１年間の振り返り、また、次につなげる会議が開催されると

いうふうに思いますので、その会合の中で、先ほど部長が答弁いたしました学校

の意見等も報告しながら、皆様の意見を聞いていきたいというふうに思います。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  １問目の質問は終了しました。  

 続きまして、２問目の質問に移ります。３番、南真紀議員。  

３番（南  真紀）（登壇） 信貴の湯の運営・経営状況はということについて、質問さ

せていただきます。  

 昨年２０２１年１０月に、信貴山のどか村の中に温泉観光施設信貴の湯がオー

プンいたしました。当初の事業全体収支計画では、１年目は営業収入、総合計１

億１，１７３万４，８００円。営業経費総合計８，６４３万８，５８０円で、金

利償却前利益２，５２９万６，２２０円となっております。オープンした１０月

から、２０２２年３月までの６か月でしたが、収入と経費、利益の決算額につい

てと、決算についての、町の評価についてお答えください。  

 また、三郷町信貴の湯、温泉観光施設に係る運営、維持管理協定書の規定に基

づく覚書で、代表企業と構成企業は、町に対して、施設使用料として、２０２１

年度の２４６万７５０円を含め、２０３０年までに、合計９，８４３万４，６６

４円を支払うことになっていますが、この取り決めは確実に履行できますね。確

認、お願いいたします。  

議長（伊藤勇二）  水口環境整備部長。  

環境整備部長（水口洋司）（登壇） 南議員の２問目のご質問にお答えしたいと思いま

す。  
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 温泉観光施設信貴の湯につきましては、信貴山地域における新たな観光スポッ

トとして、昨年１０月にオープンいたしました。現在、オープンしてから約１０

か月経過しており、直近の運営状況といたしまして、昨年１０月のオープンから

今年３月までの６か月間における、施設全体の収支状況についてご報告申し上げ

ます。  

 まず、収入につきましては、入場料、飲食スペース、イチゴ販売などの売上げ

で、３，８２２万５，０００円となりました。それに対し、人件費や光熱水費、

仕入れ等の運営経費で４，１３２万８，０００円の支出がありましたので、差引

きマイナスの３１０万３，０００円の収支となっております。  

 このような収支となった主な要因といたしましては、やはり新型コロナウイル

ス感染拡大に伴う外出自粛等の行動制限による影響が考えられますが、全国的に

見ても、とりわけ観光関連施設のダメージは大きく、信貴の湯に関しても、その

影響を大きく受けたものと推察できるところでございます。  

 信貴の湯におきましては、昨年のオープン以後、団体客の受入れに対する送迎

サービスや毎月２６日を風呂の日と設定し、割引サービスを実施されるなど、さ

まざまな営業努力をされております。  

 現段階での町の評価はということでございますが、信貴の湯については、コロ

ナ禍の中、オープンしてから丸１年もたっておらず、６か月間だけの収支で評価

するのは時期尚早であり、２年目、３年目以降の事業展開も含め、これからに期

待するほかないと思っております。  

 なお、今後につきましては、新型コロナの感染状況にもよりますが、のどか村

をはじめとする周辺観光施設からの誘客やリピーター客の確保など、継続的に利

用客を確保できるような取組を推進するとともに、町としてできる限りのバック

アップをしてまいりたいと考えています。  

 最後に、施設使用料の納付に関しまして、昨年度分については、納付済みで、

今年度以降につきましても、覚書どおり確実に履行していただけるものと思って

おり、町といたしましても、今後の運営状況を引き続き注視してまいります。  

 議員皆様方におかれましては、公務ご多忙で、大変お疲れのことだと思います。

ご家族、ご近所、ご友人、お誘い合わせの上、癒やしを求め、ぜひ信貴の湯を訪

れていただきますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  
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議長（伊藤勇二）  南議員、再質問を許します。  

３番（南  真紀）（登壇） まだ１年もたっていないので評価は難しいということでし

たが、厳しいなあという印象がありますが、昨年度の２４６万７５０円は、帰っ

てきたということで、これからは毎年１，０００万円弱のお金を返してもらうの

で、半年分の経営状況を見ると、厳しい状況だなと思います。しかし、三郷町民

皆さんの税金ですので、必ず返してもらわなければなりません。町としてしっか

り取り組んで、必ず返してもらえるようにしてください。お願いします。そして、

いかがですか。  

議長（伊藤勇二）  水口環境整備部長。  

環境整備部長（水口洋司）（登壇）  南議員の再質問にお答えいたします。  

 もちろん町といたしましても、施設使用料の納付が滞ることのないよう、信貴

の湯の安定した運営を望むところでありまして、今後の事業展開にも期待しなが

らも、施設の収支には注視しまして、誘客につながる情報発信やプロモーション

など町としてしっかりバックアップして、一緒になって盛り上げていければと思

っております。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  ３番、南真紀議員の質問は、以上をもって終結します。  

 神崎静代議員、一問一答方式で行います。  

１番（神崎静代）（登壇） それでは１問目、学校給食費を無償にということで質問い

たします。  

 学校給食は、学校給食法第１条に、児童及び生徒の心身の健全な発達に資する

ものであり、かつ児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上

で重要な役割を果たすもの、食育の推進を図ることを目的とすると、その役割と

目的が規定されています。食育基本法前文では、食育を生きる上での基本であっ

て、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけ、教育の一環としてい

ます。そして、日本国憲法第２６条は、義務教育はこれを無償とすると明記して

います。このことから、学校給食は教育の一環であり、本来無償にすべきです。  

 また、学校給食法は第１１条で、学校給食の実施に必要な施設及び施設に関す

る経費並びに学校給食の運営に関する経費のうち、政令で定めるものは、義務教

育、諸学校の設置者の負担とする。２、前項に規定する経費以外の学校給食に要

する経費は、学校給食を受ける児童または生徒の学校教育法第１６条に規定する
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保護者の負担とするとしていますが、文部科学省は、学校給食法並びに同法施行

令等の施行についての中で、これらの規定は経費の負担区分を明らかにしたもの

で、例えば、保護者の経済負担の現状から見て、地方公共団体、学校法人、その

他の者が児童の給食費の一部を補助するような場合を禁止する意図ではないとの

見解を示しています。この解釈については、学校給食法が昭和２９年６月に成立

しましたが、その年の９月に通達として出されています。  

 今、格差、貧困の広がりによって、給食でしかまともな食事をしていない、夏

休みには体重が減るなどの報告が各地で出ています。そこにコロナ禍による景気

の低迷で、生活困難な状況が長期に及び、その上、物価高騰が暮らしを直撃し、

多くの保護者が経済的に苦しい状況に追い込まれています。ですから、例えば保

護者の経済負担の現状から見てということに当たると私は思っています。  

 保護者が学校に支払うお金の中で一番負担が大きいのが給食費で、年間約５万

円です。三郷町の給食費は小学校が月額４，０００円、中学校で４，２００円な

ので、他のところに比べると安くはなっています。  

 こういったことから、学校給食費の無償化が各地で広がり、無償化自治体は２

０１７年の７６から今年３月には１６１に急増しています。三郷町でも、無償化

を検討すべきではないでしょうか。  

議長（伊藤勇二）  渡瀬教育部長。  

教育部長（渡瀬充規）（登壇） それでは、神崎議員のご質問にお答えさせていただき

ます。  

 学校給食法第１１条第１項では、学校給食の設備並びに運営に関する人件費の

経費は設置者負担とし、それ以外の経費につきましては保護者が負担する、いわ

ゆる受益者負担と規定されております。しかしながら、子育て環境の充実や定住

促進等の観点から、政策として給食費無料化を実施している自治体があることは

認識しており、県内では、山添村、曽爾村、御杖村、黒滝村、野迫川村、十津川

村、下北山村、上北山村の８村で給食費無償化を実施しておりますが、いずれも

児童・生徒の少ない自治体となっております。  

 なお、本町の給食費の月額は、先ほどにもありましたように、幼稚園で３，９

００円、小学校４，０００円、中学校４，２００円を負担していただいており、

生駒郡及び北葛城郡内では最も低い水準であり、他の県内自治体と比較しても、

本町より低い水準は小学校では３自治体、中学校では、１自治体のみとなってお
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り、奈良市や東吉野村では５，０００円以上と高い水準である自治体もございま

す。  

 このような状況下におきましても、本町では生活困窮世帯に対して就学援助支

援を講じるなど、保護者の負担軽減に努めているところであり、加えて本年７月、

９月、１０月分の給食費につきましても、地方創生臨時交付金を活用し無償とす

る補正予算を計上し、７月臨時議会にて可決いただいたところでございます。  

 しかしながら、コロナ禍、ウクライナ情勢、円安の影響等により、生産量の減

少、原油価格の上昇に伴う原材料費や物価の高騰、また住民生活に経済的な負担

が強いられている状況の中、給食調理の現場におきましては、さまざまな工夫を

凝らし、献立の多様化や質、栄養価の維持に努めることにより、平成２６年以降、

給食費の見直しを見合わせているところでありましたが、その食材費の高騰分を

カバーするのが困難となってきているのが現状でございます。  

 これらのことを鑑み、本町といたしましては、学校給食費の無償化につきまし

ては考えていないことをご理解いただきたいと存じます。  

 また、７月、８月に開催されました三郷町立学校給食センター運営委員会にお

きまして、学校給食費の適正化を議論する中で、現在の給食の質を維持するため

には、８年間据置きの給食費の見直しは必要であることを了承していただいてお

ります。つきましては、保護者の皆様方にご負担いただく給食費を来年度から見

直す状況であることも重ねてご理解いただきたいと存じます。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  神崎議員、再質問を許します。  

１番（神崎静代）（登壇） 先ほども申しましたが、憲法第２６条は、義務教育はこれ

を無償にすると明記しています。教育の一環である学校給食は、本来無償にすべ

きだと私は考えています。部長がおっしゃいましたように、先ほど私も言いまし

たけれども、学校給食法の第１１条２項で、前項に規定する経費以外の学校給食

の経費というのは保護者が負担するとしていますけれども、先ほど言いましたよ

うに、昭和２９年９月に通達が出されており、さっきも言いましたように、保護

者の経済負担の現状からみて、やってもいいよという通達が出ているわけです。

ここで述べているのは、さっきも言いましたけど、コロナ禍で本当に生活が困窮

している、そういう状況だから、今全国で無償化も広がってきているし、三郷町

でも考えるべきだと思って、今回取り上げたわけです。  
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 奈良県下でやっているところは比較的小さな村ばかりだと。経費が少なくて済

むということなんですけれども、完全無償化をしようと思うと、三郷町でも１億

近いお金がかかるのかなと思いますけれども、それなら、一部を助成とか、それ

もいろいろ、２分の１補助とか３分の１補助とか、あるいはお子さんがたくさん

いらっしゃるところは２人目からとか３人目からとか、少しでも子育てを応援し

ようというところも、完全無償化でないところでもそういうふうにしております

ので、町財政も大変だということであれば、いろいろ検討してほしいなと考えて

おりました。  

 ところが、今お聞きしますと、逆に値上げを考えているということで、そんな

ことは到底認めることはできないなと思います。材料費が高騰しているというこ

とはもちろん分かります。だけど、そういうことで今本当に物価が上がってきて

ますますご家庭の、子育て世代のほうもやっぱりそれは同じように大変になって

いるわけですから、子育て支援を売りにしている三郷町として、そういった、逆

に値上げをするなんていうことは、子育て応援の看板に偽りありということにな

ると思います。今、こんな時期に値上げをするようなところがほかにあるんでし

ょうか。町のお考えを再度お聞かせください。  

議長（伊藤勇二）  渡瀬教育部長。  

教育部長（渡瀬充規）（登壇） それでは、神崎議員の再質問にお答えさせていただき

ます。  

 本年３月の定例会におきまして、予算審議の中で学校給食の充実のときにお示

しさせていただきましたように、従来、財源というのは、保護者から頂く給食費

のみなんですけども、今回、この令和４年度につきましては、約６３０万ほどの

臨時交付金を上乗せしていただいています。それはなぜかというと、やはり今こ

の状況、８年間値上げしなかった、とても苦しい状況であるということは、多分

この上乗せしたことでご理解いただけたかなとは思っております。  

 しかしながら、これに加えていろいろな高騰があって、この金額だけではやは

りやっていけないような状況もいずれは来るかと思います。そういったことの差

額というのは、これから、私の判断だけでは判断できないですけど、財政当局と

も話をして、今、かなりの物価上昇がある。そのことに加えて、これだけの給食

費の値上げだけではとても足りないという状況はご理解いただければ、そういっ

た無償化にするということはできないということも重ねてご理解いただきたいと
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思います。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  神崎議員、再々質問を許します。  

１番（神崎静代）（登壇） 私は無償化を求めて質問をしているところへ、逆に値上げ

をするよというような話になっています。いろいろと材料費や臨時交付金でやり

ました。７月、９月、１０月は給食費を無料にしました。ということは、そんだ

け子育て世代の方が大変だということを分かっているから、そういうことをした

んだと私は思っていますけれども、幾らぐらい値上げするんか知りませんけども、

子育て応援なんですからね、私、本当は無償化の話をしたいんですけれども、少

なくても値上げをするということだけは思いとどまっていただきたいと思います。 

 本当に、さっきも言いましたけど、給食でしかまともな食事をしていないとか、

そういった家庭もあるように聞いています。だから、子育て世代が本当に今大変

な状況のときなので、無償化の話はさておきまして、来年からの値上げというの

は、やめていただきたいと要望いたします。ご答弁お願いします。  

議長（伊藤勇二）  大西教育長。  

教育長（大西孝浩）（登壇） それでは、神崎議員の再々質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。  

 １回目の答弁で、来年度は値上げということで部長が答弁させていただきまし

て、今回その値上げの理由なんですけれども、学校給食摂取基準というものがあ

りまして、栄養基準でありますけれども、それが令和３年４月に改定されました。

そもそも給食の献立といいますのは、その基準を踏まえて、いろいろな食品を適

切に組み合わせて、いわゆる児童・生徒が各栄養素をバランスよく摂取できるよ

うに組まれております。そんな中、令和３年４月に改定され、その後食材の価格

が上昇することが影響してきまして、今の現在の給食費では大変難しい、維持す

るのは困難になってきたと。令和３年度につきましては、その献立を作成すると

きに、栄養士がいろんな工夫をして基準を満たしていただきましたけれども、令

和４年度の予算編成時には到底難しいということが食材の高騰がありましたので、

今回、令和４年度につきましては、先ほど部長が答弁しましたとおり、子育て支

援の観点から地方創生臨時交付金を活用して、その部分を補塡していただきまし

た。ただ、令和５年度につきましては、その臨時交付金の交付も現時点では分か

らない状況である中で、法に基づきまして保護者負担をお願いしたい。ただ、令
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和５年度も、地方創生臨時交付金が交付の目途が立てば、これは一定政策的判断

として対応すべきものになるのかなというふうに考えておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  続きまして、２問目の質問に移ります。１番、神崎静代議員。  

１番（神崎静代）（登壇） それでは、２問目に移ります。回収した廃プラの処理はと

いうことです。  

 国は、これまで３Ｒ、リデュース発生抑制、リユース再利用、リサイクル再生

利用といいながら、プラスチックの大量生産、焼却処理、中でもサーマルリサイ

クル、ごみ発電のことですけれども、これを優先させ、プラスチックをはじめ、

熱量の高いごみをあえて分別、資源化せず、燃やすごみとして扱うように自治体

に仕向け、発電効率アップを奨励してきました。その結果、日本のごみ焼却処理

に特化してきた廃棄物政策は、地球温暖化、気候危機という環境破壊につながり、

廃プラの大量発生、環境汚染を招く大きな原因となってきました。この従来の方

針が、２０２１年６月に制定されたプラスチック資源循環促進法を機に、焼却中

心から、減量、資源化優先にかじが大きく切り替わりました。  

 昨年、衆参両院環境委員会でのこの法律に関する質疑では、小泉進次郎環境大

臣は、まだ熱回収のことをサーマルリサイクルと言っている方がいらっしゃる、

これは明確に、環境省はもうリサイクルの中に入れることはありませんと答えて

います。また、松澤次長は、ごみ発電のＣＯ ２削減効果は、プラスチック１トン当

たり約０．７トン、リサイクルした場合の削減効果は２．１トン、３倍リサイク

ルのほうが削減効果が大きい。法律が成立した暁には全ての市町村に法律の内容

や意義、ＣＯ ２削減効果といった情報を周知し、市町村の取り組みを促していく

と答弁をしています。  

 三郷町では、既にプラスチック資源の分別回収を実施していますが、回収され

たプラスチックは焼却はされていないと思いますが、どのように処理をされてい

ますか。また、その費用はどれぐらいですか。  

議長（伊藤勇二）  水口環境整備部長。  

環境整備部長（水口洋司）（登壇）  神崎議員の２問目のご質問にお答えいたします。 

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律、いわゆるプラ新法は、海

洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対
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応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が

高まり、このため、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に

資源循環体制を強化する必要があることを背景に、令和３年６月１１日に公布、

令和４年４月１日に施行されました。これにより、プラスチック製品の設計、製

造から廃棄物の処理に至るまでのライフサイクル全体を通じた、プラスチック資

源循環の促進が国を挙げて図られることとなります。  

 本町におきましては、平成２７年よりプラスチックごみの分別回収を開始し、

積極的に資源化へ取り組んできたところ、住民皆様のご協力もあり、昨年度にお

ける資源化率は県下でも高水準と言える２６．９％でございました。  

 さて、ご質問の廃プラスチックの処理につきまして、その流れをご説明申し上

げます。家庭や事業所から排出された廃プラは、収集後に場内でビニールなどの

軟質系と、プラスチック容器などの硬質系に選別を行い、軟質系、硬質系ともに、

廃プラスチック類再生処理運搬業者へ処理を委託しております。白色トレーにつ

いては、色つきなど使えないものは軟質系の廃プラに、使えるものは、国指定の

日本容器包装リサイクル協会に無償で引き取っていただき、材料リサイクル手法

により、ポリスチレンなどの再生樹脂やパレットなどの製品に再商品化されてお

ります。また、ペットボトルにつきましても、ラベルは軟質系に、キャップは、

硬質系に選別を行い、同様に廃プラとして処理しております。  

 これらの廃プラは、運搬処理業者により中間処理を施し、最終処理場となるリ

プロ南大阪リサイクルセンターに持ち込まれ、ＲＰＦと呼ばれる固形燃料へとリ

サイクルされております。ＲＰＦは、石炭や重油などの化石燃料の代替として、

大手製紙会社や鉄鋼会社などの多くの産業で使用されており、石炭に対して３

３％のＣＯ ２の削減や、枯渇系資源の節減になるなど、脱炭素社会の実現に寄与

しております。  

 これら廃プラ処理にかかる費用でございますが、昨年度の実績で申し上げます

と、収集量２８３．６トンに対し処理費用で１，７１５万８，０００円を執行し

ております。トン当たり６万５００円でございます。  

 今後におきましても、ＳＤＧｓへの貢献を目指し、プラ新法の基本理念である

リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒにプラス、リニューアブル、再生可能

という意味です、リニューアブルの取り組みを、行政だけでなく住民、事業者と

一体となって促進し、循環型社会の構築に努めてまいりたいと思います。  
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 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  神崎議員、再質問を許します。  

１番（神崎静代）（登壇） 三郷町で分別回収された廃プラは、焼却されないで全てリ

サイクルされている。そして、１，７１５万８，０００円ぐらい、大変結構な額

の費用がかかっているというご答弁でした。  

 住民の方からは、こないして分別しているけど、ちゃんとリサイクルしている

んかなというような声も時々お聞きします。今の答弁で、ちゃんと最後まで、燃

やさんとリサイクルしているよということなんですけれども、そういう声もお聞

きしますので、ごみ減量ニュースというのを出されていますので、こういったの

などにも、こういうふうに処理されているということをまた載せていただけたら、

そういうことを、ちゃんとリサイクルされているということが分かれば、町民の

方も、よし頑張って分別しようという気持ちがね、またそういう気持ちがより一

層増すんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。  

 ところで、先ほど、プラスチック資源循環促進法が制定された話をしましたけ

れども、この法律ができる前につくられた高効率ごみ発電を推進してきた自治体

としては、これで少なからず影響を受けることになります。そういったことで、

猶予期間を設けてほしいという要望が相次いで、新規に策定する地域計画や整備

期間内に廃プラの分別を導入すればよくて、最長で１０年近くの猶予期間が与え

られることになりました。今、天理の広域の焼却炉も交付要件となる熱回収率が

１９．０％以上を満足するという施設ということになっています。ごみ発電事業

というのは、ごみを燃料にしているために、むやみに焼却量を減らすということ

ができにくいわけです。  

 これは確認ですけれども、三郷町も、あそこへも、もうちょっとしたら持って

いくわけですけど、可燃ごみだけということになっており、ごみの量に応じて負

担額も決まるので、そういう意味からも、可燃ごみを減らそうと頑張っているわ

けですので、こういうことはないと思いますけれども、天理の広域焼却炉の熱回

収率を１９．０％以上にするために、燃やす量を増やしてほしいとか、プラごみ

もというようなことはないと思いますけれども、確認をお願いします。  

議長（伊藤勇二）  水口環境整備部長。  

環境整備部長（水口洋司）（登壇）  神崎議員の再質問にお答えいたします。  

 現在建設中の天理の広域ごみ処理施設は、議員おっしゃいますとおり、エネル
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ギー回収型廃棄物処理施設といいまして、温室効果ガスのさらなる削減に向け、

焼却処理する際に発生する余熱を積極的に回収し、超高温高圧ボイラーにより、

高効率発電を実現する施設となるもので、ここで焼却処理されるのは、もちろん

可燃ごみだけでありまして、プラスチック等の資源ごみは、あわせて建設される

マテリアルリサイクル施設に持ち込まれ、再資源化等の促進が図られることとな

っておりますので、焼却施設で可燃ごみ以外の資源ごみ等を受け入れることはご

ざいません。  

 本町におきましても、令和７年度の広域ごみ処理施設の本格稼働に向け、可燃

ごみの中継施設の整備を今後控えておりまして、同時に、町独自のマテリアル施

設を整備し、現在行っている資源化への取り組みを継続する予定ですので、プラ

スチックごみ等を広域処理場へ持ち込むこともございません。  

 おっしゃっていましたリサイクルに関して、住民へお知らせしてはどうかとい

うことにつきましては、議員もおっしゃいましたように、年４回発行しています

ごみ減量ニュース、これなどを活用しまして、資源化への取り組みのＰＲも兼ね

て、住民にまた周知してまいりたいと思います。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  ２問目の質問は終了しました。  

 １番、神崎静代議員の質問は以上をもって終結します。  

 暫時休憩いたします。再開は午後１時１５分といたします。  

       休  憩   午後  ０時０５分  

       再  開   午後  １時１４分  

議長（伊藤勇二）  休憩を解き、再開します。  

 それでは、２番、久保安正議員。一問一答方式で行います。  

２番（久保安正）（登壇） 総務大臣の「マイナンバーカード交付率低い自治体は地方

交付税算定に差をつける」という表明についての町の見解はということで、質問

させていただきます。  

 総務省は、マイナンバーカードの普及に向け、交付事務を担う市区町村への圧

力を強めております。交付率が平均を下回るなどしている自治体を重点的フォロ

ーアップ対象団体に選出し、７月は９６３団体を指定し、知事や副知事を通じて、

市区町村長たちに普及促進の取り組みを求めました。また、総務省は、全国順位

を載せた自治体交付率一覧表の提供も５月分から開始し、交付率が８割を超える
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１位の自治体から２割に満たない最下位１，７４１位の自治体まで、その差をさ

らすような表となっております。ちなみに、マイナンバーカードの交付率の全国

平均は４４．７％、三郷町はそれよりちょっと低い４３％というふうになってお

ります。  

 総務大臣は、さらに６月１９日、自治体ごとのマイナンバーカードの普及状況

などを２０２３年度、来年度からの地方交付税の算定基礎である基準財政需要額

に反映することを検討すると表明いたしました。  

 地方交付税は、全ての自治体が一定の行政サービスを行う財源を保障するため

に、国が自治体にかわって徴収し、人口や面積の上に基づく算定と交付で、財源

の不均衡を調整するものであります。総務省が、今すべきことは、マイナンバー

カード交付率の自治体間競争をあおることではなく、憲法に定められた住民の生

存権と基本的人権を保障するための自治体に対する財政の保障、公平な地方財政

計画の策定です。  

 町は、６月１９日の総務大臣のマイナンバーカード交付率が低い自治体には、

地方交付税算定に差をつけるという表明について、どのように思われていますか。

ご答弁をお願いいたします。  

議長（伊藤勇二）  加地総務部長。  

総務部長（加地義之）（登壇） 失礼いたします。それでは、久保議員の１問目のご質

問にお答えさせていただきます。  

 マイナンバーカードにつきましては、本年度末までにほぼ全国民に行き渡るこ

とを目指すとの国の方針が示されております。この方針の下、総務省やデジタル

庁など関係省庁が連携しつつ、国全体でさらなる普及促進に取り組んでいるとこ

ろでございます。本町におきましても、平成２９年度より住民票の写しなど６種

類の証明書をコンビニエンスストアで発行できる仕組みを導入しており、また、

来年度からは子育て、介護、転出の手続をオンラインで行うことができるよう準

備を進めているところでございます。そして、今後におきましても、来庁しなく

ても、行政手続ができる環境構築を順次進めていく予定であります。  

 しかしながら、住民の方々がこれらデジタル化による利便性をご享受いただく

にはマイナンバーカードが必要であり、デジタル社会のパスポートと言えるマイ

ナンバーカードの普及は、デジタル社会を構築していく上での基盤として不可欠

であると捉えております。  
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 そのような中、議員ご質問の６月１９日の前総務大臣の発言でございますが、

これは６月７日に閣議決定されたデジタル田園都市国家構想基本方針の中の一文

に、２０２３年度からマイナンバーカードの普及状況等も踏まえつつ、マイナン

バーカードの交付率を普通交付税における地域のデジタル化に係る財政需要の算

定に反映することについて検討すると明記されており、その内容を受けてのもの

であります。そして、その後の記者会見におきましても、交付税による政策誘導

ではないかという質問に対しまして、前総務大臣は、普通交付税が減額されると

いったような趣旨のものではなく、自治体における地域のデジタル化に係る財政

需要を的確に反映し、自治体の取り組みをしっかり支えるという考え方で検討を

進めていくと回答をされております。  

 そうした中、現在、具体的な普通交付税の算定方式等は示されていないことか

ら、現状での評価は難しいところでありますが、前総務大臣の発言が、普通交付

税の算定において、財政事業の指標の一つにマイナンバーカード普及に係る経費

を計上し、その係数として交付率を使用するということであれば、基準財政需要

額の算定上、何ら問題はないのではないかと考えております。  

 いずれにいたしましても、本町の政策を推し進めていく上で、マイナンバーカ

ードの普及は不可欠であります。また、それによって、普通交付税の増額が期待

できるのであれば、より一層マイナンバーカードの普及促進に注力してまいりた

いと考えているところでございます。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  久保議員、再質問を許します。  

２番（久保安正）（登壇） マイナンバーカードの普及に、政府は躍起になっているわ

けですけれども、なぜ普及が進まないのかということの検討は十分になされてな

いということだと思います。マイナンバーカードを通じて個人情報が一括管理さ

れるということに対する、国民の自分自身の情報に対する漏えいの危惧、それが

あって、マイナンバーカードの普及が遅れているということだというふうに私は

思っております。  

 マイナンバーカードを普及させるために、地方交付税をいじるということ。地

方交付税は、先ほど申しましたけれども、全ての自治体が全国一定の行政サービ

スを行う財源保障ということです。それを一つの政府の政策を進めるために、地

方自治体から見たら、地方交付税をいじられるということは大変なことですね。



 1-47 

一番気にすることだと思うんですけど、そこにまで突っ込んでマイナンバーカー

ドの普及を強引に進めようとしている。私はそれは問題だと思います。総務大臣

が、その後、今部長から説明あったけど、若干、方針を修正してますね。言い過

ぎたと思ったのか何かしりませんけども、幾らか緩和するようなことを言う。本

人も恐らくあれはまずかったというふうに思っている。したがって、発言を修正

に入ったんだと思います。  

 自治体からも、この総務大臣の発言はいかがなものかということが、幾つか自

治体から出ているんだと思います。三郷町も、ぜひ、地方交付税というのをその

ようなことには、マイナンバーカードの普及ということのためには使わないでほ

しいということを、声を上げたらいかがですか。  

議長（伊藤勇二）  加地総務部長。  

総務部長（加地義之）（登壇） 失礼いたします。久保議員の再質問にお答えさせてい

ただきます。  

 マイナンバーカードの普及に関しまして、いろいろな話はあるかと思いますが、

まず、普通交付税に差をつける、反映するといった言葉だけをそれだけを切り取

りますと、確かに是非が問われるのではないかと、そして、誤解を招いた部分が

あるのかなと思います。確かに一部団体からも非常に困惑という意見もあるのは

事実ですが、ただ、先ほど申し上げましたが、どのように加味されるのか分かり

ません。また、マイナンバー普及にかかる経費として基準財政需要額の項目に追

加いたしまして交付率を係数として用いるのであれば、何ら問題ないかと思いま

すので、そのようなことを国のほうへ申し入れる考えもございませんし、また、

国のほうが言っておりますのも、基本的には減算方法ではないということで、減

らすのではないと。その分、そのかかった経費に対して追加をしていくんだよと

いうお話で聞いております。ただ、算定方法は何度も申し上げますが、まだ示さ

れておりませんのでここで申し上げることはなかなか難しいかと思います。  

 以上です。  

議長（伊藤勇二）  久保議員、再々質問を許します。  

２番（久保安正）（登壇） 地方交付税に、国が進める政策、マイナンバーカードの普

及のための、新たな財源をつくって地方交付税に上乗せをして、その分を各自治

体に分けますよという話だったら分かります。地方交付税は決まった金額ですよ

ね。おのおのの税収から割合で集められる金額。その中で差をつけると言ってい
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るんです。私は、問題だと思います。  

 以上です。  

議長（伊藤勇二）  加地総務部長。  

総務部長（加地義之）（登壇） 失礼いたします。交付税算定におきまして、項目を設

けていくということは。当然そちらのほうの算定基礎というところを計算してま

いります。先日なんですが、単位費用算定あたりにどれぐらいかかっているかと

いう調査が来ております。そちらに対してはどのぐらい費用がかかるんだという

ことを、まず、国のほうは調査するかと思います。それにかかる費用を単位費用

として用いまして、その分がこれだけかかるよということで、また、総務省のほ

うで基準財政需要額というか、歳出の分を算定いたしますので、その中でプラス

になっていくと。全体のパイを分けるというお話になりますと、ここはちょっと

違うのかなと思います。  

 ということで、追加をさせていただきます。その算定費用というのは、細かい

話にはなりますが、単位費用に、これは標準団体でかかる費用でございます、こ

ちらに加わっていくんだと思っています。それに掛けますのが、測定単位という

のも掛けます。これが警察職員数であったり、高齢者の人数であったり、そうい

ったところに、交付者数であったりが入ってくるのかなと。よく分からないです

けども。要するに、またそれに補正係数を掛けるんですが、補正係数は測定単位

ごとに実情に合わせて補正をかける。ここが交付率になるのか、これもまた分か

りません。測定単位当たりの経費は、状況により差が出るものでございます。補

正係数は、行政経費の差を反映させるためのものなので、そういったことからも

マイナンバーカードの普及促進には、目に見えない経費がかかるのではないかと

いうことで交付税の算定に追加してくれると。これでおかしくないのではないか

と思っております。  

 また、交付率が高いほど当然経費がかかってまいりますので、そのあたりの差

をつけているのではないかというふうに考えるんですが、いずれにいたしまして

も、まだ算定方法は出ておりません。どのように算定するのか分からない中、国

の動向にこれから注目していきたいなと、このように考えております。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  １問目の質問は終了しました。  

 続きまして、２問目の質問に移ります。２番、久保安正議員。  
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２番（久保安正）（登壇） 国保税の均等割額５割軽減の対象を小中学生まで拡大をと

いうことで質問をさせていただきます。  

 国民健康保険税が高過ぎるということは、皆さん、等しく認めていることと思

います。三郷町の国民保険税額は、４０歳代の夫婦、小学生と中学生の子ども２

人の４人家族、年収が５００万というモデル世帯で、今年度、２２年度は、年間

の国民保険税額は５９万２，０００円です。中小企業等で働いている人たちが加

入する協会けんぽの保険料は、４人家族、年収５００万円で、２０２０年度ちょ

っと古いんですけど、２年ほど前の数字ですけれども、２０２０年度の全国平均

で２９万１，０００円となっています。三郷町の国保税額、先ほど申し上げた４

０歳代夫婦、小学生と中学生の子ども２人の４人家族で年収５００万円世帯とい

うモデルでの国保税額は、協会けんぽ加入者の２倍にもなっています。本当に高

過ぎると思います。  

 国保税の内訳は、所得割、均等割、平等割の三つで構成されています。そのう

ち均等割は、世帯の人数に応じて課税され、収入がない子どもも課税対象となり、

応能負担という近代税制の原則に反する前近代的な人頭税です。  

 全国知事会など地方団体も、これまで国に対して、子どもの均等割の軽減制度

の創設を繰り返し求めてきました。そして、政府は今年度から少子化対策、子育

て世帯の経済的負担軽減の一環として、均等割について、未就学児に限って５割

軽減する制度を導入しました。  

 子育ての経済的負担は、未就学児も大変ですけれども、年齢が上がるにつれて

大きくなります。政府に対して軽減対象の一層の拡大を三郷町としても強く求め

られたい。また、全国では、国の制度に上乗せして、対象や軽減額を拡充する自

治体が増えてきています。近くでは、滋賀県の米原市、人口３万８，０００人、

三郷町よりちょっと大きい町ですけども、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を充当して、これまで、国保子育て世帯緊急応援金事業、そして、

１８歳未満の均等割をゼロにしておりましたが、今年度からは、子育て世帯応援

給付金事業という事業として、常設としてこの事業を実施することにし、１８歳

未満の均等割をゼロにしています。対象者は約３００世帯５６０人で、予算額は

１，１１０万５，０００円。三郷町でも、まずは一般財源で対象を小中学生まで

拡充することを検討していただきたい。ちなみに、三郷町の６月１日現在の対象

者は、小学生１２７人、中学生３４人の計１６１人。米原市の３割弱です。また、
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軽減幅も５割軽減で、米原市のようにゼロにするのではないので、財源はそれほ

どかからないのではないかというふうに思います。ご検討をぜひお願いしたいと

思います。いかがでしょうか。  

議長（伊藤勇二）  辰巳住民福祉部長。  

住民福祉部長（辰巳政行）（登壇） それでは、久保議員の２問目のご質問にお答えさ

せていただきます。  

 国保税の均等割額は、加入者一人ひとりに対し、負担能力に関係なく均等に課

税され、家族に子どもが増えると国保税の負担が増える仕組みとなっております。

そのような中、全国知事会は、同じ医療保険制度でありながら、全国健康保険協

会などの社会保険には存在しない負担であることから、国に対し繰り返し子ども

の均等割額の軽減措置について要望しており、令和４年度から未就学児に限って

ではありますが、軽減措置が講じられることとなりました。  

 議員がおっしゃいますように国の基準により拡充して子どもの均等割額の軽減

措置を講じることにつきましては、宮城県の一部の市町村において実施されてい

るようですが、本町を含め奈良県において実施している市町村はございません。

と申しますのも、奈良県では、令和６年度までに国保税率を県下で統一すること

としておりますが、減免基準につきましても、税率と同様に統一されることから、

町独自での軽減措置を講じることはできない状況にあります。また、本年７月２

５日に厚生労働省より発出されました事務連絡、未就学児の均等割保険料の軽減

措置に係る考え方についてによりますと、軽減措置は、法令で定められた基準以

上のものを市町村が条例で定めることができないこととなっております。  

 また、減免措置につきましても、あくまで被保険者からの申請に基づいて、個々

の事情を勘案して適用すべきものであり、年齢条件など、画一的な基準を設けて

実施することは適切でないとされております。加えて、市町村独自での措置のた

めに、一般会計からの法定外繰入れを行うことも適切ではないとされていること

から、国保税の均等割額、５割軽減を小中学生までに拡大することは考えており

ません。しかしながら、低所得者層の子育て世帯にとっては大きな負担となって

おり、社会保険にはない負担であることも事実でありますので、子育て支援の観

点からも、軽減措置の拡充について、今後も、県を通して、国に強く要望してま

いりたいと考えております。  

 以上でございます。  
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議長（伊藤勇二）  久保議員、再質問を許します。  

２番（久保安正）（登壇）  今、部長から答弁いただきましたけども、奈良県下では、

子どもの均等割について軽減措置を取っている自治体はないということで、それ

は一つの原因として、県が保険税を統一しようとしているということを挙げられ

ました。ただ、部長もおっしゃったように、全国ではいろんなところで行われて

おります。  

 厚労省が７月２５日に、通達が、通知ですか、出したということですけど、中

身を見ておりませんけども。ということは、今全国で自治体が軽減措置を行って

いるところは、先ほど、国保法の第７７条のこともさっきおっしゃったんじゃな

いかと思うんですけども、軽減措置が取られている。そこから見てもできないと

か、厚労省の通知だとおっしゃいましたけど、ということは、全国で法令違反を

犯している自治体はいっぱいあるということになってしまうんじゃないですか。  

 実際、先ほど米原市のことを申し上げましたけど、昨年度までは、コロナの臨

時交付金を使っていたんだけども、今年度からは、それを名称も変えて常設にし

たという。そういうことで、国民健康保険法の第７７条、保険料の減免規定です

けども、これは部長もよくご存知だと思うんですけど、市町村及び組合は、条例

または規約の定めるところにより、特例の理由があるものに対して、保険料を減

免し、またはその徴収を猶予することできるということで、これを皆さんほかの

自治体、減免を実施しているとこはこれを根拠にして多分やってるかと思います。 

 ちなみにですね、国保税、国保料の子どもの多い世帯へのさまざまな支援策が

行われていますけども、米原市のことを先ほど申し上げましたけど、政令市で非

常に多く行われていますね。横浜市、北九州市、仙台市、川崎市。多くの自治体

が、この均等割の減免を、政府の方針に上乗せをしてやって、政令市はみんな国

保法に違反してやっているというふうになるんじゃないかと思います。ですから、

国保の均等割の子どもの多い世帯への支援は、私は問題はないというふうに思っ

ています。  

 それと、この国保の問題ですけども、先ほども協会けんぽとの問題で、倍にな

っているわけですね、協会けんぽの。同じ、国保は、国民皆保険の中の、いわゆ

る最後の砦、セーフティーネットということですけども、要するに、差が出てる

わけですね、国保に加入してる人と協会けんぽに加入してる人とで保険料が倍も

違っている。これを支援するのは、私は何の問題もないと思います。国保の加入
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者に対して。あまり憲法のことを持ち出すのは、部長も十分ご存知だと思うんで

すが。あえて言いますけども。憲法２５条、国は、全ての生活面について社会福

祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとなっていま

す。国というのは当然地方自治体も含めて考えていいかと思います。憲法が保障

している社会保障制度として国保を捉えるならば、一般会計から投入をして、ほ

かの、先ほど申し上げたように協会けんぽ等と同じ負担レベルにするということ

は、何ら問題ないんじゃないかと私は思いますけど、いかがでしょうか。  

議長（伊藤勇二）  辰巳住民福祉部長。  

住民福祉部長（辰巳政行）（登壇） 失礼します。久保議員の再質問にお答えさせてい

ただきます。  

 先ほど、厚生労働省のほうから、７月２５日付で通達があったという話をさせ

ていただきました。その中でＱＡ方式みたいな形で、この問いに対してはこのよ

うな答えということでありましたので、ちょっと紹介させていただきます。  

 まず、保険料の算定に当たって、自治体が条例で独自に軽減の対象者を拡大し

たり、軽減額を拡充することができるのかというような問いに対して、答えとい

たしまして、国民健康保険料の賦課に関する事項は、政令で定められる基準に従

って条例で定められることとしており、従うべき基準とされていますということ

が書かれております。もう一つ、未就学児の均等割保険料を一律に減免するなど、

特定の対象者に対し、画一的な基準で保険料の減免を行うことができるのか、ま

た、法令違反となることはないのかと、解してよいのかというような問いに対し

まして、市町村は災害や失業などで収入が減少した方々に条例を定め、申請に基

づき保険料を減免することが可能となっていますと、このような中で保険料の減

免の仕組みは、相互扶助により運営される制度の理念に鑑みると、保険者が個々

の事情を勘案して行うものであり、特定の対象者にあらかじめ画一的な基準を設

けて減免を行うことは明確に法令違反とは言えないものの、適切ではないと考え

ておりますというような回答になっております。  

 このことから申し上げまして、先ほどほかの自治体が違反をしているのではな

いのかというような問い合せであったんですけれども、ここに書かれているんで

すけども、法令違反とは言えないものの適切ではないというような書き方がされ

ております。私も詳しくは調べてないんですけれども、減額の負担調整措置とい

うものもありましたように、何らかのペナルティーがあるかどうかもちょっとは、
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そこはまだ調べてないんですけれども、そのような観点から、三郷町としては、

まず、奈良県国民健康保険の運営方針に、同じ所得、同じ世帯構成であれば、県

内のどこに住んでいても保険料水準が同じことを目指すというようなことが書か

れているところから、県単位化に向けて町独自の減免を設けることは町としては、

適切でないと考えております。  

 あと、協会けんぽと国民健康保険は、倍ほど差があるというようなお話をいた

だきました。協会けんぽと国民健康保険を同一に考えるのはちょっと難しいので

はないのかなと考えております。協会けんぽにつきましては、基本、事業主が２

分の１の負担があるということなので、国民健康保険税に関してはそこの負担が

ないということで、ある一定差が出るというようなことは制度上、そこは仕方が

ないのかなというふうに思っているんですけども、いずれにしても、町独自で減

免するということは考えておりません。この件に関しましては、国の責任におい

てやるべきものと、去年の神崎議員の均等割のことに関してのご質問をいただい

たときにも回答させていただいたんですけれども、町としましては、もうしっか

りと国の動向を注意して、そして国に強く要望を働きかけるということでござい

ます。  

 以上です。  

議長（伊藤勇二）  久保議員、再々質問を許します。  

２番（久保安正）（登壇） 災害等に遭ったときの減免、あれは第７６条の規定、それ

は三郷町の条例で定めておる。私が先ほどからいろんな、第７７条のことです。

繰り返しになりますけれども、子どもの均等割、多子世帯に対して補助している、

先ほど挙げましたけど、大きな政令都市はやっているわけです。それは７７条を

使っている。だから先ほど国も、法令違反ではないですよと、好ましくないです

よと言っているだけだと思います。  

 要するに、町として、やる気があればできるということだと思います。子育て

応援、子育て支援、少子化対策という、三郷町も大きな町政の柱としてしなきゃ

いけない施策かと思います。人数的にも、対象者から見ても、そんなに小学生中

学生、そう多い訳ではなかろうかと思います。ぜひ、今後とも検討して行ってい

ただきたいということを申し上げて、質問を終わります。回答は、一緒でしたら、

結構でございますが。  

議長（伊藤勇二）  ２問目の質問は終了しました。  
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 ８番、澤美穂議員。一問一答方式で行います。  

８番（澤  美穂）（登壇） 議長のお許しをいただきまして、第１問目、高齢者世帯へ

の「住宅用火災警報器」等の設置助成をについて質問させていただきます。  

 平成３年１１月５日付の政府広報オンラインでは、住宅などの財産だけではな

く、命をも奪う恐ろしい火災とし、住宅火災によって毎年約９００人の方が亡く

なっており、その半数が逃げ遅れによるもので、亡くなった方の約７割が６５歳

以上の高齢者が占めていると警告しています。令和２年に起きた住宅火災の件数

は１万５６４件、そのために亡くなった方は８９９人で、この数は放火による火

災、放火自殺者等を除いた人数で、消防庁発表の数字とは異なっていますが、病

気や体が不自由なために逃げ遅れたり、熟睡していたために逃げ遅れたりするな

どの逃げ遅れが４４８人で全体の４９．８％、亡くなった方の約半数を占めてい

ます。  

 住宅火災の死者数を発火源別に見ると、最も多いのが、たばこが原因によるも

ので、１４０人１５．６％、２番目に多いのが電気器具によるもので、１１３人

１２．６％、３番目がストーブによるもので８４人、９．３％、４番目がコンロ

によるもので３１人、３．４％と続きますが、たばこの不始末はともかく、火災

の原因は、コンロの火の消し忘れや、天ぷらを揚げていて発火をしてしまうこと

が多いものと個人的に思っていたので、驚きました。  

 では、この２番目に多い電気器具によるものとは何かと言いますと、電灯電話

等の配線、配線器具、テーブルタップ、電気機器となっており、コンセントにほ

こりがたまるトラッキング現象やたこ足配線など、長期間使用したことによる部

品の劣化や誤った使い方をしたことによって発火し、近くの衣類や布団、カーテ

ンなどの可燃物に燃え移って、火災になる場合があるそうで、火の不始末ではな

い火災で、１１３人の方が亡くなっておられます。  

 三郷町でも、今年２月２７日、夕陽ケ丘地区で一家４人が亡くなる火災があり

ました。８０代の高齢者ご夫婦は、一酸化炭素素中毒で亡くなられ、５０代の娘

さんは焼死だったと聞いておりますが、意識があり、自分は逃げられたはずなの

に、最後の最後までご両親を助けようと必死になられたことがうかがえ、本当に

無念でなりません。このお宅に火災警報器があったのかどうかは不明ですが、い

ち早く火災が起こったことに気づくことができたなら、２階におられたもう１名

の家族だけでも助かったかもしれず、火災で一家全員が亡くなられるという悲惨
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な結果は免れたかもしれません。  

 今回は、高齢者だけの世帯ではありませんでしたが、２００６年６月１日に改

正消防法が施行され、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました

が、火災警報器の耐用年数は１０年となっており、当時設置された火災警報器の

ほとんどが既に電池切れ等により、全く機能していないことも考えられます。本

来ならば、希望される全世帯への助成をお願いしたいところでありますが、三郷

町内の古い家屋は、隣地との距離をあけていない住宅が多く、高齢者世帯が多い

と推測します。築５０年を超える木造住宅が多い中、全焼するような火災が起こ

った場合は、ご近所への延焼の危険性もあることから、さらに被害が拡大するお

それもあります。今回のように、夕方６時頃に火災が起こると、学童から帰宅し

たお子さんも含め、子どもたちだけで留守番をしているお宅もあるかと思います。

高齢者の命を守るとともに、その付近にお住まいの方の安全を守るためにも、ま

ずは、高齢者への助成を要望いたしますが、いかがでしょうか。町の考えをお聞

かせください。  

議長（伊藤勇二）  加地総務部長。  

総務部長（加地義之）（登壇） 失礼いたします。澤議員の１問目のご質問にお答えさ

せていただきます。  

 西和消防署管内における今年１月から７月までの火災発生件数は３５件で、う

ち１０件が住宅火災となっております。本町でもご質問にありますとおり、１件

の住宅火災があり、４人もの尊い町民の生命が奪われました。  

 一般的に火災による死者の９割は、住宅火災と言われております。住宅火災発

生時に、自分や家族の命を守るために何より重要なことは、いかに早く火災に気

づき、初期消火を行い、そして逃げることができるかであります。そのために、

住宅用火災警報器の設置が有用とされており、奈良県では平成２１年６月から完

全義務化となりました。  

 本町における住宅用火災警報器の設置基準等につきましては、奈良県広域消防

組合の火災予防条例で定められておりまして、組合管内の市町村における一般的

な住宅では、寝室と寝室がある階の階段上部に設置することが義務となっており

ます。また、住宅用火災警報器には、煙式と熱感知式がありますが、現在ではホ

ームセンター等で比較的安価に購入でき、電力の供給も、電池タイプと電源タイ

プ、取付け方法も天井に取り付けるもの、壁に取り付けるもの等さまざまな製品
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がございます。  

 さて、住宅用火災警報器の設置の助成についてでありますが、先ほども申し上

げましたとおり、比較的安価に取り付けやすいものも多いこと、建物の所有者が

設置すべき法定義務であること、所管である奈良県広域消防組合内市町村の均衡

を図る必要があること等から、高齢者世帯に限らず、現時点では慎重な検討を要

するものと考えております。  

 一方で、火災発生の感知や避難が困難な障がい者世帯等につきましては、福祉

的な観点から、いわゆる障害者支援法に基づき、地域生活支援事業を実施してお

り、利用申請していただければ、１割の自己負担で住宅用火災警報器を設置する

ことが可能です。このことから、一定の要件はありますが、高齢者世帯でも障が

いをお持ちの方がおられる世帯であれば、この事業の対象となる場合もございま

すので、今後、福祉部局と連携を密にしながら、制度の周知を図ってまいりたい

と考えております。  

 あわせまして、管轄の西和消防署とも連携し協力をいただきながら、住宅用火

災警報器の重要性はもちろんのこと、その取付け方法や電池の取替え等について

も、広く認知していただけるよう、積極的な周知を図ってまいりたいと考えてお

りますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  

議長（伊藤勇二）  澤議員、再質問を許します。  

８番（澤  美穂）（登壇）  ご答弁ありがとうございます。  

 まずは啓発が基本かと思いますので、しつこいくらいの啓発をお願いしたいと

思います。その際、火災警報器に関してだけではなく、火災の原因となるトラッ

キング現象のことや各家庭に消火器の設置、また、地元の自主防災組織が実施す

る、防災訓練への積極的な参加も促していただければと思います。  

 ただ、やはり耐震補強などについてもそうなのですが、もうすぐ死ぬから要ら

んねん、長生きせえへんから要らんとおっしゃる高齢者が非常に多いことを実感

しております。また、反対に、７０歳を過ぎて、耐震補強や壁の塗り替えをした

ら、ご近所から、あと何年生きるつもりやねん、お金があっていいなと言われる

とも聞いています。町が率先して助成制度をつくっていただけたら、町が言うか

らしゃあないなとやってもらえるのかなとも思います。  

 また、最近、自治会によく寄せられるのが、認知症に関することです。コロナ

禍で、物忘れがひどくなられた方が火事を起こされない方の不安が自治会に多く
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寄せられています。  

 今回、火災警報器等と等をつけさせてもらったのは、一般的な火災警報器だけ

ではなく、今は、住宅用火災警報器に接続すると、インターホンと連動して、ご

近所に知らせる機能がついた「外でもドアホン」というものがあり、火災警報器

が家の中で反応したとき、外に設置してあるインターホンのＬＥＤライトの点滅

と警報音、音声で同時に外の近隣へもお知らせするものがあります。初期消火が

できない高齢者に代わって、いち早く火災に気づき、ご近所の方に消火活動や救

助に当たっていただくインターホンの設置の助成についても、ぜひ前向きにご検

討いただき、来訪者を確認できるインターホンの設置は、火災だけではなく、詐

欺被害等の防止にもつながるものと考えます。  

 全額助成ではなくても、一部助成からでも始めていただければと切に願います。 

 高齢者が安心・安全に年を取っても、認知症になっても、住み慣れた我が家で

可能な限り生活していただけるよう、ご近所の方の不安も取り除きながらご協力

をいただく上でも重要だと考えます。誰一人取り残さない社会の実現を目指す三

郷町をアピールするためにも、大都市だけではなく、近隣では広陵町も助成をさ

れておりますので、またそちらも含めて検討をお願いいたしまして、私の１問目

の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。  

議長（伊藤勇二）  １問目の質問は終了しました。  

 続きまして、２問目の質問に移ります。８番、澤美穂議員。  

８番（澤  美穂）（登壇） 続いて２問目、小中学校の欠席連絡をデジタル化へをお伺

いいたします。  

 今年に入って、子どものコロナの感染者が増えています。ＰＣＲ検査をして結

果が出るまでに大体２時間から５時間ぐらいかかると言われておりまして、混ん

でいる場合は夜中に判明する場合が多いと聞いています。子どもが無症状の場合

でも、保護者は自宅内で隔離する準備をしたり、感染が判明すれば即親は濃厚接

触者となり、自分も感染している可能性が高いため仕事を持たれているお母さん

は、当面の食事の段取りだけではなく、仕事の段取りもつけなければならず、夜

中じゅう対策に追われ、徹夜明け、子どもの欠席連絡は大体朝８時前後に学校へ

電話する必要があるので、タイミングが悪くつながらない電話にいらいらされた

こともあるそうです。  

 登校見守りをしていると、北小の校門前の横断歩道に、先生がどなたも立哨さ
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れてないことが時々ありまして、欠席連絡の電話を受けておられるのではないか

と推測しておりました。つながらない電話をかけ続ける保護者も大変ですが、ひ

っきりなしにかかってくる電話に出続ける学校側も大変だと思います。  

 子ども達を守るために、子ども達が安心・安全に育つことができる社会を実現

するために、ＩＴの力で明るい未来をつくる会社とうたっているエースチャイル

ド株式会社によりますと、２０２０年４月１５日千葉県柏市内小中学校で、ＳＮ

Ｓ学校連絡システムつながる連絡導入実証実験結果について発表されました。８

割以上の保護者がＬＩＮＥを利用した出欠、遅刻連絡を行っており、教員の業務

改善にも役立つことが確認され、実証実験は２０１９年９月２日から翌年の２０

２０年１月下旬までの期間でしたが、期間終了後も、学校、保護者からの要望に

より継続されています。  

 千葉県柏市内の小学校２校、中学校２校を対象に実施、各学校で８０％から９

５％の保護者がＬＩＮＥを利用した出欠、遅刻連絡を行い、保護者アンケートの

結果でも、以前と比べて学校からの連絡も簡単に受け取れるようになったという

声が増えたと発表しています。お隣の松戸市では、一保護者の、柏市のように欠

席連絡をオンライン化させたいとのアンケートを取られたことがきっかけで、導

入されたそうです。  

 東京都目黒区で昨年１１月から区立全ての小中学校、幼稚園から家庭への連絡

手段として、スマートフォンアプリが導入されました。都内では既に、渋谷区、

千代田区などがアプリを導入済みでございます。直近の例としましては、今年６

月１９日付の朝日新聞デジタルによりますと、子どもの欠席連絡ＬＩＮＥで２４

時間オーケー、学校の働き方改革にもとの記事によりますと、神奈川県座間市教

育委員会は、小中学校の児童・生徒の欠席、遅刻、早退を保護者がスマートフォ

ンの無料通信アプリＬＩＮＥで連絡できるシステムを導入されました。学校側が

保護者に緊急の連絡をしたり、アンケートを取ったりすることもできるので、市

教委は、便利になり学校保護者の両方の負担軽減にもつながっているとしていま

す。市教委教育研究所によると、導入したのは、「スマホで連絡とれ～る」という

システムで、座間市立小学校１１校で２０２１年２学期から、市立中６校で今年

４月から運用を始めたそうです。保護者はこれまで、学校が開いている時間帯に

欠席などを電話で連絡していたそうですが、ＬＩＮＥで２４時間いつでも連絡で

きるようになり、学校側は、一覧表で欠席などの状況を即座に確認ができ、朝な
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どの時間帯に保護者からの電話への対応がなくなり、負担が減ったためか、働き

方改革につながっているそうで、全国的に増えつつあるという一例をご紹介いた

しましたが、きっとこれは、大都市だけじゃないかとご指摘を受けるだろうと探

してみましたら、沖縄県にある与那原町という人口２万人程度の、三郷町と人口

規模が変わらない町では、今、約２人に１人の９，５７７人が与那原町の公式Ｌ

ＩＮＥに登録しています。ちなみに三郷町は昨日現在２，３０２人でした。  

 与那原町の公式ＬＩＮＥ、アカウントを開くと、すぐに見られるトーク画面下

部に表示されているタイル状のメニューをリッチメニューというのですが、イベ

ント情報、子育て、目安箱、ごみの検索、生活情報、コロナワクチン接種予約、

コロナ支援メニュー、受信設定のアイコンがあり、子育てアイコンから欠席連絡

がＬＩＮＥでできるようになっていて、小学校入学時に、保護者が公式アカウン

トと友達になり、日常的に使用するため、ブロックされることを回避することが

できていて、保護者の９４％が満足しているそうです。  

 ＬＩＮＥの国内ユーザー数は、今年の３月で９，２００万人と発表されていま

す。昨年１２月末の時点では、９，０００万人だったので、３か月余りで、２０

０万人増えたことになります。  

 総務省の２０２１年の調査によりますと、１０代から６０代の男性利用率は８

８％、女性利用率は９２．７％、全世代で９０．３％、年代別では、１０代９３．

７％、２０代、９７．７％、３０代、９５．６％、４０代、９６．６％、５０代、

８５．４％、６０代の７６．２％が利用しているそうです。議場には７０代の方

もいらっしゃいますが、その利用率に関しては不明です。すいません。  

 各ＳＮＳの中でも圧倒的な利用率となっています。ＬＩＮＥ利用者の中には、

ほかのＳＮＳを利用していないユーザーも多く、フェイスブックとインスタグラ

ムの利用者数を合わせても、ＬＩＮＥのほうが利用者数が多いことが分かってい

ます。これは通話料金がかからないこともあり、三郷町内でも高齢者の多くが連

絡手段として、子どもや孫からＬＩＮＥを登録されている人が多く、同じような

境遇の高齢者同士でＬＩＮＥで連絡を取り合うことが日常的に行われています。

呼び止められては、この人と友達にして、このメンバーでグループをつくってほ

しいねんと頼まれることもあります。  

 三郷町では、フェイスブックやインスタグラムで情報を発信されていますが、

ＬＩＮＥではほとんどされていない状況で非常にもったいないと思います。同じ
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情報を貼り付けてくださるだけでいいので、ＬＩＮＥでも発信してあげてほしい

と思います。  

 有事の際、確実に住民に知らせることのできる手段の一つとして、１人でも多

く公式アカウントの登録者数を増やすべきだと考えます。  

 ２０２０年３月議会で、ＬＩＮＥを活用したさらなる行政サービスをと質問さ

せていただきましたが、そのとき一例として挙げた広陵町の、当時のＬＩＮＥ登

録者数は９４２人だったのですが、この間見ますと、１万４，２８９人になって

おり、夏のＤｉｇｉ田甲子園にも、奈良県代表として選ばれていてちょっと悔し

いなというような思いがあります。広陵町では、当時よりも使いやすくリニュー

アルされ、上で挙げましたリッチメニューが大幅に増え、ユーチューブが見られ

たり、ワクチンの接種の予約もラインでできることが登録者数の増加につながっ

たものと思われます。  

 登録者数をとても増やしている自治体は、やはりリッチメニューの充実が図ら

れていることが一目瞭然です。三郷町もスマートシティとして、ＳＤＧｓを達成

する上で、多様性が重要視される中、引き続き非来庁型の行かない、書かない、

迷わせない住民サービスの模索をお願いするとともに、文科省から通知のあった

学校、保護者間における、連絡手段のデジタル化の導入を要望いたします。保護

者からのつながらない電話を解消すると同時に、先生方の負担軽減にもつながる

と考えます。また、欠席者がデータとして管理できれば、不登校対策のアラート

にもなると考えます。与那原町と違って、三郷町では、電子図書館にしていただ

いております。本の予約、検索だけではなく、ＬＩＮＥの画面から直接本を借り

ることが可能となり、ちょっとした空き時間に本を読んでもらえることができれ

ば、貸出冊数の増加も見込めます。また、デマンドタクシーもリッチメニューか

ら予約ができれば、ますます便利になると考えます。住民がふだん使いするＬＩ

ＮＥをベースに、持ち運べる、マイ役場、マイ図書館、手のひら役場、手乗り図

書館、ネーミングはちょっといまいちかもしれませんが、ぜひ１人１台の役場を

持てるように、活用を要望いたします。  

 また、子ども達は毎朝なかよし会で登校してくるのですが、多いときは、１班

に三つぐらい連絡帳が入っているらしきＢ４サイズのファスナー袋を預かって登

校してくることがありまして、預かった児童が小脇に抱えて登校してきます。５

センチぐらいの分厚さのときもあり、厚さからして連絡帳だけではないと思って
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います。月曜日、それも雨の日は最悪です。そうでなくても、自分の荷物が多い

上に傘を差しながら預かった連絡帳などを抱えて、長い道中歩いてきます。学年

関係なく、自宅に近い子が預かってくることが多いようで、１年生などは耐え切

れず、無言で私に差し出すこともありますし、見かねてこちらから預かることも

多いです。コロナ禍でビニール素材のファスナー袋は大丈夫なのかなと思うこと

も正直あります。兄弟ならともかく、こちらもＬＩＮＥ連絡帳が使えれば改善で

きるかと思います。  

 同時に、保護者から欠席、遅刻の連絡が入った時点で、なかよし会の班のメン

バーにも連絡が行くと、登校時、雨の日や夏の暑い日、寒い冬の日に、来ない児

童を待ち続けることがなくなると思います。  

 これらを踏まえて、小中学校の欠席連絡のデジタル化を要望いたしますが、い

かがでしょうか、お聞かせください。  

議長（伊藤勇二）  渡瀬教育部長。  

教育部長（渡瀬充規）（登壇） それでは、澤議員のご質問にお答えさせていただきま

す。  

 従来、学校と家庭との連絡方法は、紙のプリント、連絡帳、電話により行って

おりますが、核家族化や共働き世帯が増加している中、このような手段では十分

に連絡が行き届かなかったり、教員のプリント作成や配付、収集にも手間がかか

るなど、効率性にも欠けている指摘は以前からなされ、文部科学省からも、学校・

保護者等間における連絡手段のデジタル化の推進についての通知文書がなされた

ところでございます。  

 本町の小中学校では、以前よりプリントや連絡帳など紙媒体での連絡を行って

おりますが、子どもが保護者に渡し忘れたことにより学校への提出が遅れたとい

ったことや、子どもが欠席する際の連絡手段として、他の子どもに連絡帳を学校

へ持参してもらっており、子ども達の負担となっている課題がございます。  

 また、保護者が欠席の電話をかける際も、登校時は学校への連絡が集中するた

め電話がつながらず、連絡が遅れてしまうこともあり、教員が電話対応や担任の

先生への伝言に時間が割かれているのが現状の課題となっております。  

 現在、本町におきましては、自治体ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーショ

ン）として、行政サービスをデジタル技術やデータを活用して、住民の方々の利

便性を向上させることにより、誰一人取り残さないデジタル社会の形成に向けた
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取組をプロジェクトチームで、全庁的に進めているところでございます。  

 また、住民の皆様の生活基準がインターネットやスマートフォンの普及により、

大きく様変わりしたことから、学校と保護者間の連絡につきましてもデジタル活

用することで、教職員、保護者間双方の負担軽減につながる一方、保護者とのコ

ミュニケーションが希薄となることが懸念されます。  

 このことから、議員のご要望であります学校への欠席連絡を住民がふだん使い

するＬＩＮＥをベースにということに対しましては、沖縄県与那原町をはじめ、

導入している自治体があることは存じております。そのような自治体を参考にし

ながら、ＬＩＮＥを活用することにより、保護者とのコミュニケーションが希薄

とならないよう、また、セキュリティー上の問題、導入時の初期費用及びランニ

ングコスト等を勘案するとともに、学校への欠席連絡のみ活用するのではなくて、

他部署での申請等にも活用できる総合的なＬＩＮＥを検討してまいります。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  澤議員、再質問を許します。  

８番（澤  美穂）（登壇） ご答弁ありがとうございます。先生方が欠席電話を受ける

時間を登校する目の前の生徒への対応に時間を取ってもらいたい、私が保護者な

らそう思います。また、一ボランティアの私が、今日どうしたん、元気ないやん

と話しかけるよりも、同じ言葉でも、きっと先生方に心配して声をかけてもらう

ほうが子どもたちは何倍もうれしいと思います。朝のバタバタした時間帯でも、

もし担任の先生が電話に出られたら、そんなことお構いなしに、欠席連絡以上に

話し込まれる保護者もいらっしゃるかと思います。時間に追われながら保護者と

電話するよりも、その分放課後に時間を取って、じっくりと話を聞いてもらえる

ほうが保護者も喜ばれるかと思います。  

 私は、全部が全部デジタル化で対応してほしいと思っていません。それは役場

の業務でも同じです。役場や学校に対して、デジタル対応をできる人ができる手

段を駆使し、できない人やできないことにより時間を割いてもらいたいと考えて

おります。  

 先生方の働き方改革といっても、相手は子どもです。思うように進まないとき

のほうが多いかと思います。自分の子どもだけでも大変やのに、先生って本当に

大変な仕事だと以前から思っておりました。少しでも空いた時間をつくれるなら、

子どもたちとの時間に使ってもらいたいと思います。だからこそ、先生じゃなく



 1-63 

てもできる仕事は軽減すべきだと考えます。もしかしたら、先生という仕事は忙

しくて当たり前、長年こんなものだと思い込まれている先生もいらっしゃるのか

もしれません。  

 私が教育委員をさせていただいていたとき、学校訪問の後、校長先生を抜いて、

グループに分かれて先生方と話し合う機会が年に１回設けられておりまして、そ

こで先生方の本音を聞かせていただきました。ぜひ、また、その機会でも、先生

方にもご意見を伺っていただきたいと思います。もう教育委員ではない一議員が

踏み込む問題ではないかもしれませんが、でも、先生方に気持ちよく快適に心も

体も健康で働いていただくことが、三郷町の子ども達の利益につながると今も信

じています。  

 ＬＩＮＥのリッチメニューに関しては、子どもを持つ保護者だけではなく、全

町民の利便性をとことん追求していただきたい。ここら辺の地区で、一番のリッ

チメニューを搭載していただきたいと思いますので、教育委員会だけではなく、

全庁挙げて取り組んでいただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。  

議長（伊藤勇二）  ８番、澤美穂議員の質問は以上をもって終結します。  

 続きまして、木口屋修三議員。  

９番（木口屋修三）（登壇） 議長のお許しをいただきましたので、部活動の段階的地

域移行についての質問をさせていただきます。  

 従来、聖職と言われてきました医療や教育の世界でも、例外なく働き方改革が

目指されている今日においては、教員の長時間労働是正や業務負担軽減を図るべ

くあらゆる観点から見直しが不可欠であります。  

 教育現場において、是正されるべき対象の一つが部活動です。中学校の部活動

といえば、現状、教員による献身的な勤務によって支えられている実態がありま

すが、こうした現状が、教員の働き方改革の妨げの一つになっているものであり

ます。  

 令和２年９月に、スポーツ庁より学校の働き方改革を踏まえた部活動改革につ

いてが通知され、令和５年度から休日の部活動の段階的な地域移行を実施してい

くと示されております。教員が勤務を要しない日に部活動の指導に関わる必要の

ない環境をつくり、教師の負担軽減を図るとともに、部活動の指導者等に意欲を

有する地域人材の協力を得て、地域の活動として実施していく環境を整え、生徒
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として望ましい部活動の実現を図るものとなっていくものと思います。  

 本町においても、部活動の改革に向け、具体的な検討を進める必要があると思

いますが、今後どのように取り組んでいくのか、町のお考えをお願いいたします。  

議長（伊藤勇二）  渡瀬教育部長。  

教育部長（渡瀬充規）（登壇） それでは、木口屋議員のご質問にお答えさせていただ

きます。  

 中学校の部活動地域移行につきましては、議員がおっしゃるとおり、スポーツ

庁が掲げたように令和５年度から令和７年度を改革集中期間としており、部活動

を地域移行する理由につきましては、大きく２点ございます。  

 １点目は少子化の進展でございます。公立中学校の生徒数は、第２次ベビーブ

ーム世代が中学生の１９８６年がピークで、およそ５８９万人でしたが、昨年度

は約２９６万人と、ほぼ半分となっております。これに対しまして、中学校数は

３０年間で１割程度しか減少しておらず、１校当たりの生徒数が少なくなってき

ており、部員が集まらず、部活動の継続が深刻な課題となっていること。２点目

は、教員の長時間労働でございます。平日の部活動に加え、土日の練習や試合の

引率で休日出勤も多くあることから、教員を目指す方も減少しており、教員採用

や担任の確保にまで支障が出ております。  

 教員の労働環境の改善、働き方改革のためにも、部活動を改革する時期が既に

到来していると言えます。  

 本町では、休日の段階的な地域移行を進めていく上で課題となるのが、地域の

受皿だと考えております。その受皿としては、木口屋議員が会長されている三郷

町スポーツ協会、元気ひまわりクラブ三郷をはじめ、各種スポーツ団体、７月に

包括協定を締結しております奈良クラブのご協力を得て進めていければと考えて

おります。  

 また、指導者の確保につきましても同様に、先ほどの各種団体の皆様にご協力

を得るとともに、先日国から公表されましたとおり、都道府県による人材バンク

の設置や指導者養成の講習会開催などにも国が支援するとのことなので、そちら

も活用して進めてまいります。  

 また、地域団体や民間事業者が部活動の運営主体となった場合、現在よりも会

費などの家計負担が重くなるとの懸念をお持ちの方もおられるかもしれませんが、

困窮世帯の制度が参加できない事態を避けるために、新たな保護者負担を国が支
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援することも示されております。  

 今回、議員からもありましたが、生徒にとって望ましい部活動に向けての実現

には、環境整備及び教員の多忙化解消が重要なことになっております。今後、関

係部署、中学校とも連携し、近隣市町村の動向を注視しながら、改革を進めてま

いりたいと考えております。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  木口屋議員、再質問を許します。  

９番（木口屋修三）（登壇） 今回の学校の働き方改革を踏まえて、部活動改革は長く

続いている部活動の考え方を大きく変えようとしておりますけれども、これをチ

ャンスと捉えて、教員の負担軽減だけでなく、地域と連携し、子ども達がさまざ

まなスポーツや文化活動に触れる機会を創出するなど、可能性を伸ばす仕組みに

していただきたいと思います。部長のほうからも、各部署と調整を進めながら前

向きに考えていただくようなことを回答いただきましたので、ぜひよろしくお願

いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。  

議長（伊藤勇二）  ９番、木口屋修三議員の質問は以上持って終結します。  

 ここで暫時休憩といたします。再開は午後２時５０分といたします。  

       休  憩   午後２時３１分  

       再  開   午後２時５０分  

議長（伊藤勇二）  休憩を解き、再開します。  

 それでは、５番、先山哲子議員。  

５番（先山哲子）（登壇） 皆さん眠い時間ですし、お疲れと思いますので、簡潔明瞭

にちゃっちゃっと進めてまいりたいと思います。  

 議長のお許しを得まして、私の「リトルベイビーハンドブック導入について」

質問させていただきます。  

 我が国では、出生率の低下が続き、少子化に歯止めがきかず、出生推移は、２

０００年、平成１２年で１１９万人、２０１８年、平成３０年で９２万１，００

０人、２０２０年、令和２年で８４万８３２人、これは過去最少の出生率となっ

ております。そして、２０２２年、令和４年度はさらに減り、８０万人割れが確

実と言われ、国は予想を超えるスピードで少子化が進んでいると大変危惧をして

おります。要因はいろいろあると思いますが、安心して子どもを産み育てられる

環境づくり、世の中にしなければなりません。  
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 国、県も少子化対策は非常に力を入れておりますし、三郷町におきましても、

子育て支援施策には大変力を入れ、これは大変評価しております。三郷町におけ

る近年の出生推移及び未熟児、未熟児というのはもういろんな段階がありまして、

低出生体重児、２，５００グラム以下、これは全国平均９．４％あります。次に、

極低出生体重児は、出生時１，５００グラム以下で０．７％、また、超低出生体

重児は１，０００グラム以下で、平成２７年に起きました０．４３％。これは、

増加傾向にあります。そして、新生児の出生率は、１９７０年では８．７％、２

０１９年度は０．９％で、死亡率ですね、これは死亡率が１９７０年では８．７％、

２０１９年では０．９％、１０分の１に激減しております。これは日本では大変

新生児に対するいろんな医療の進歩、またＮＩＣＵ、未熟児の集中治療室の導入

とかで手厚くされておりますので、世界で最低の新生児の死亡率となっておりま

す。  

 三郷町におけます近年の先ほど言いました出生推移、それと先ほど言いました

ランク別２，０００グラム以下、また１，５００グラム以下、１，０００グラム

以下の順番にお答えいただきたいと、状況をお聞かせいただきたいと思います。  

 そしてまた、母子保健法に基づき、市町村では、母子手帳を交付しております。

これは健診予防接種、成長記録など、いろいろ妊娠出産から幼児期まで、母子の

記録がまとめられ、重要な冊子ではあります。日本の平均出生児には、体重が、

約３，０００グラム。身長約５０センチ以上は健康ということで、いわゆる満期

産を前提にこれは作成されております。しかし、年間、日本でも、結構先ほど言

いました早産とか死産もありますし、いろいろランク別にありましたね、２，０

００グラム以下、１，５００グラム以下、１，０００グラム以下、こういう子ど

ももずっと生まれております。三郷町におけるこの状況を、近年の直近の状況を

聞かせていただきたいと思います。  

 また、１，０００グラム以下の超低出生児は、大体入院３ないし４か月を要し

ますし、入院費としては、もちろん保険は利きますけど、１，０００万円以上の

費用がかかるそうです。出生児、お産の７２時間で一応生死と合併症とかのリス

クが境目となりますし、先ほど言いました未熟児の集中治療室ＮＩＣＵとか、医

療の進歩が大変重要となってくるわけです。  

 また、未熟児で生まれたお母さんは、母子手帳は、先ほど言いましたように、

一応標準で生まれた子ども達を対象にしておりますので、詳しく記入する欄もあ
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りませんし、また、その母子手帳を見るたびに、気が落ち込んで、何でうちの子

がということで涙して、大変落ち込む方が多いそうであります。  

 それで、今申しましたように、三郷町におけるこの直近とそのちょっと前で結

構です、出生の数、推移ですね、それと、グラム別の推移、それをあわせてお聞

かせいただきたいと思います。  

議長（伊藤勇二）  坂田こども未来創造部長。  

こども未来創造部長（坂田達也）（登壇） 失礼いたします。それでは、先山議員の１

問目のご質問にお答えさせていただきます。  

 ご承知のとおり、全国的に出生率の低下が続き、少子化に歯止めがかからず、

子どもの人口は年々減少しているのが現状であります。議員ご質問の三郷町にお

ける出生数につきましては、令和元年度が１６６人、令和２年度１６８人、令和

３年度１５４人となっております。また、低体重別の人数につきましては、令和

元年度で２，０００グラム以下が２人、令和２年度では、１，５００グラム以下

が１人、令和３年度は、２，０００グラム以下が１人という状況であり、１，０

００グラム以下はいませんでした。  

 次に、母子手帳についてでございますが、本町で交付している母子手帳につき

ましては、厚生労働省の様式を参考に、標準的な身長４０センチ、体重１，００

０グラムからの発育曲線グラフとなっております。  

 しかしながら、議員がおっしゃいますように、小さく生まれた赤ちゃんのグラ

フが書けなくて、母親たちが悲しい思いをされているという問題が懸念されてい

ます。こうした中、保護者の心情に寄り添った支援策として、リトルベイビーハ

ンドブックを導入する都道府県や自治体が増えつつあり、奈良県でも、今年度末

までにハンドブックを作成する予定であります。  

 以上のことを踏まえ、本町といたしましては、ＳＤＧｓの理念のもと、誰一人

取り残さない社会の実現を目指し、県の動向に注意しつつ、参考にしながら、リ

トルベイビーハンドブックの導入に向け、検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。  

議長（伊藤勇二）  先山議員、再質問を許します。  

５番（先山哲子）（登壇） リトルベイビーハンドブックは全国のあちこちの自治体で

作成、発行されております。奈良県はなかなか進んでおりません。自治体によっ

ては違う名称で保護者の方たちが声を上げてしているところもあるようですけれ
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ども、一応奈良県のほうでも前向きに取り組むということで、三郷町としても、

もちろんこれで、検討じゃなくて実施ということでよろしいですね。はい。  

 それと、あと、コロナ禍前とコロナ後の出生推移をお聞かせいただきたいと思

います。私の周りでは、コロナが一応蔓延しておりますので、ちょっとお産を控

える、時々ニュースになっておりますように、母親が感染したら、婦人科のお産

とかその途中の入院なんかは拒否されて、いろんな問題が起きているようですが、

早く収束を願いたいばかりなんですけれども、そのコロナ禍前と後とでは、数値

はどのように流れて変わっておりますでしょうか。  

 一般の母子手帳とこのハンドブックも一緒に利用され、いざというとき、この

記録が医療関係、保健機関にも情報が共有でき、適切な治療にも大変役立つとさ

れております。  

 国内には多くの外国人もいらっしゃいますし、大きな自治体では、そういう方

たち用に日本語だけじゃなくて７か国語用のハンドブックも作成されております。

また、英語のものは、大変どこの町でも発行していただくと便利かなと思います

けれど、英語版のものはできますでしょうか。お答えいただきたいと思います。  

 やはり政治は弱者に寄り添った施策ということが重要であります。今、質問し

ましたコロナ禍前コロナ後の推移と、それと英語版のハンドブックはできないか

ということを質問させていただきます。  

議長（伊藤勇二）  坂田こども未来創造部長。  

こども未来創造部長（坂田達也）（登壇） 失礼いたします。それでは、先山議員の再

質問についてお答えをいたします。  

 まず、１点目のコロナ前の出生数でございますが、平成２８年から平成３０年

度の３か年の平均出生数は、年間で約１８５人となっております。また、２，０

００グラム以下の低体重の出生数につきましては、年間で約３人であります。議

員ご指摘のとおり、コロナ前とコロナ禍での出生数を比較しますと、年間で約２

０人ほど減少しており、それに比例して、低体重の出生数も若干ではございます

が、減少傾向にあります。  

 次に、２点目の母子手帳の７か国語等の対応についてでございますが、本町で

は約１８０人の外国人の方が住居されております。そのうち外国人妊婦の希望者

に対しましては、各外国語の母子手帳を既に用意しておりまして、ある一定の対

応ができる状況となっております。  
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 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  先山議員、再々質問を許します。  

５番（先山哲子）（登壇） 三郷町においても１８０人の外国の方が在住ということで、

思ったより多いなと思いました。皆さん、その１８０人みんなが出産するわけで

はございませんけれど、また、今後ともいろんな外国の方が在住されて、中には

お産もされる方もある。そういう方には必要やと思いますので、７か国語までは

言いませんけど、せめて英語版があれば便利かなと思います。そのハンドブック

の中には、お母さんが大体落ち込む方が多いし、何でうちの子がと、皆さん落ち

込まれるので、成長過程でいろんなリスクもありますし、それで、そのハンドブ

ックの中には、いろんな励ましの言葉とか、お母さんが安心できるようなコメン

トがいっぱい掲載されているそうです。その辺のことも考えていただいて、もし

できるんであれば、三郷独自の中身の濃い、そういう親御さんに寄り添った中身

のハンドブックにしていただけたらなあと思います。  

 多分前向きに考えてくださるのでもう回答は結構です。  

議長（伊藤勇二）  ５番、先山哲子議員の質問は以上をもって終結します。  

 ４番、黒田孝議員。  

４番（黒田  孝）（登壇）  議長のお許しを得たので、質問させていただきます。  

 私の質問内容は、ゴミ箱等設置の補助金制度導入についてです。近年、カラス

等のごみ荒らしによって悩み続けている自治体も多いと思いますけども、ある自

治会で、４年ほど前から補助金制度を導入して、あるごみ箱単位で、ごみ箱もし

くは網ネットを購入して設置という活動をしてきました。４年間で約７７％に当

たる場所で設置がされて、住民にかなり好評で、ごみの清掃とかが少なくなった

ということで、かなり喜ばれています。また、清掃センターの方が、やっぱりご

みが荒らされると、時間がかかったりとかされるので、清掃センターの方も喜ば

れているというのを聞いております。  

 このごみ設置なんですけども、お隣の斑鳩町では、１０年近い前から、ごみ箱

を現物支給という形でされていますけども、現物支給をされると、置けないのに

支給されるというのがあって、活用しないでほっとくというふうなことも考えら

れたので、この自治会では、現物支給じゃなしに半額補助という形で活用しまし

た。このごみ箱の設置をすることに対して、やっぱり皆さん悩んでおられて、そ

のごみ置場の、捨てられる方のコミュニケーションとか図れて、かなりよかった
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ということを聞いております。  

 これに対して、片一方では、全額支給されていると、片一方では半額というた

ら、ちょっと、それと、この自治会はもうほぼ終わっているので、その辺、自治

会でちょっと不満が出るんちゃうかということも懸念されましたので、一応自治

会長には、こういうようなことで一般質問をさせてもらいますということで了解

を得て、快く、やっぱり三郷町のためになるということで了解を得ました。事前

に、環境整備部の方と部長さんと面談をさせてもらって、いい回答をいただける

というのはある程度事前にいただいていますけども、これを機に住民の意見があ

る程度通るようなことを進めていきたいと思っていますので、役場の考え方もも

う一度を考え方を、クリーンなまちづくりということで、導入のほうの検討をよ

ろしくお願いします。  

議長（伊藤勇二）  水口環境整備部長。  

環境整備部長（水口洋司）（登壇） 失礼します。黒田議員のご質問にお答えいたしま

す。  

 非常にちょっと回答しづらい状況をつくっていただいたかなと思います。負け

ずに回答したいと思います。  

 まず初めに、ごみ集積場所の適正な管理、運用につきまして、各自治会におか

れましては、決められた曜日や時間のごみ出し、また集積場所を清潔に利用して

もらうための周知、啓発、工夫など、町の環境美化に対しさまざまなご協力をい

ただいておりますこと、感謝申し上げます。  

 現在、ごみ収集につきましては、特定の場所に集積するステーション方式で行

っており、町内に約１，０００か所ございますが、多くの場所でカラスなどによ

るごみ荒らしの問題を抱えていることは承知しております。以前は、集積場所の

ごみがカラスに荒らされること等を未然に防ぐため、カラスネットを町でまとめ

て購入し、希望される自治会に販売していた時期もございましたが、ホームセン

ター等で安価に購入できるようになったことなどで、町での購入は、令和元年度

をもって終了したといった経緯もございました。カラス対策につきましては、ご

みネットやシートをかけるなどの対策を講じていただいており、一定の効果は見

られるものの、カラスは記憶力と学習能力が高く、餌のある場所をよく覚えてお

り、ネットの隙間を見つけ、ごみを引っ張り出し、袋をつついて中身を散乱させ

るなど、ネットだけでは十分な対策とは言い切れないのが現状であります。  
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 ごみの散乱は不衛生で、環境の悪化を招くだけでなく、カラスの餌場になるこ

とで、ふん害や繁殖期には人を攻撃しやすくなると言われています。また、カラ

スの増加は、他の野鳥の減少や繁殖率の低下につながり、生態系の保全にも影響

を及ぼしかねないなど、あらゆる問題を引き起こすことになります。  

 このような状況の中、ネットに代わるカラス対策として、ごみボックスを設置

する自治会が急増しております。町といたしましても、以前から収集時に散見さ

れるカラス被害の対策等について思案に暮れていたところであり、よい機会に議

員よりご提案いただいた次第でございます。  

 近年、ごみ集積場所におけるカラス等によるごみの散乱を防止し、地域の環境

美化促進を図るため、自治会が設置、改修した集積施設の費用に対し補助金を交

付する自治体も増えてきております。こうしたことも踏まえ、本町といたしまし

ても、ごみボックス等を設置される自治会に対し、補助金を交付するなどの制度

を他の自治体の事例などを参考にしながら、導入に向け検討してまいりたいと考

えます。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  ４番、黒田孝議員の質問は以上をもって終結します。  

 ７番、木谷慎一郎議員。  

７番（木谷慎一郎）（登壇）  それでは、議長のお許しをいただきまして、私からは、

町長選挙・町議会議員選挙における選挙公報発行についてということで質問させ

ていただきます。  

 公職選挙法においては、市区町村の首長選挙と議会議員選挙について、選挙公

報の発行は任意のものとされております。公職選挙法第１７２条の２ということ

で、現在三郷町でも発行されておりません。しかしながら、国政選挙に比べて、

候補者に関する情報量が少ない地方選挙では、選挙公報が果たす情報提供の役割

は、候補者、とりわけ初めて立候補しようとする候補者にとっても、有権者にと

っても大きいものです。  

 あるインターネットニュースサイトが２０１６年に行った統一地方選挙の際の

投票先を選ぶ際に、何から得た情報を重視しますかというアンケートでは、選挙

公報を挙げる人が２８．１％と最も多かったという調査結果もあります。  

 そういうこともありましてか、全国の町村のうち、市は含まない町村のうち、

議会議員選挙において選挙公報を発行している団体の割合は、令和３年１２月末
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現在で５０．２％、半数を超える自治体が選挙公報を発行しているといいます。  

 さらには、以前に発行された選挙公報を保存し公開し続ける場合は、各候補者

が、前回の選挙から本当に選挙公約に従って活動を活動しているか、してきたの

かということを事後に検証できるという効果もあり、議員活動見える化の観点か

らも注目されています。  

 このような、民主主義の機能を評価する多くの効果が見込まれ、既に町村議会

の半数が導入している選挙公報を、三郷町でも次回の件議会議員選挙から導入す

べきではないかと思いますが、いかがでしょうか。町の見解をお聞きします。  

議長（伊藤勇二）  加地総務部長。  

総務部長（加地義之）（登壇） 失礼いたします。それでは、木谷議員のご質問にお答

えさせていただきます。  

 市区町村の議会議員選挙及び首長選挙における選挙公報は、自治体が条例の定

めにより発行できるとされております。本町においては昭和５９年に選挙公報の

発行に関する条例を制定し、平成４年まで、町長選挙で１回、町議会議員選挙で

２回発行したことがありますが、配布部数の増加等により対応が困難となり、廃

止した経緯がございます。  

 町村議会議員は、町村長選挙の場合、投票日の前日までに配布を完了しなけれ

ばなりませんが、選挙公報の納品が翌日か翌々日となり、全戸配布するための時

間的な余裕がありません。また、選挙公報は候補者の申請によるものであり、町

村それぞれの状況にもよりますが、原稿を提出しない、または間に合わない候補

者がいることも想定されます。そして納期の関係上、候補者１人当たりの紙面ス

ペースが限られた小さい枠とならざるを得ず、候補者の政策等を十分に周知でき

ない可能性があります。また、奈良県内の状況を見ますと、２７町村のうち、選

挙公報の発行は４町村のみで、実施率は１４．８％となっております。近隣では

河合町などが発行されておりますが、やはり期限までの全戸配布が課題となって

おり、自治会等に配布をお願いされているようであります。これらのことから、

費用対効果や選挙の公平性の観点から、現段階では、選挙公報の発行は考えてお

りません。  

 しかしながら、議員ご指摘のとおり、選挙において候補者の情報を知る手段の

確保は、有権者にとって大変重要であると認識しております。選挙公報の代替と

なる手段といたしまして、まず、平成２５年からインターネット等による選挙運
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動が解禁され、地方選挙も適用されております。また、令和２年には、公職選挙

法が抜本的に改正され、町村議会議員についても、これまで禁止されていた選挙

運動用ビラ、いわゆる政策集、マニフェストを候補者が頒布できるようになりま

した。マニフェストは、選挙公報の限られたスペースでは伝え切れない政策等を

自由に紙面化でき、選挙事務所や街頭演説等での頒布や自身のＳＮＳやホームペ

ージで公表できるなど、大変有用な手段となります。このことから、候補者には、

まずはこれらの手段の積極的な利用をお願いできればと考えております。その上

で選挙時には、町ホームページに選挙の特設ページを作成し、各候補者のマニフ

ェストを掲載したホームページ等へのリンクやＳＮＳを有権者に周知するととも

に、投票所、期日前投票も含みますが、町ホームページと同じ内容を紙媒体で備

え付けておく等、可能な限り候補者を知る機会を確保できるように努めてまいり

たいと考えております。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  木谷議員、再質問を許します。  

７番（木谷慎一郎）（登壇） ご答弁をいただきまして、おおむね公平性の問題であっ

たり、選挙公報を全戸配布するには町村議会議員選挙の５日間という期間ではと

ても時間が足りなくて全戸配布は難しいということをご指摘いただきました。あ

と、その掲載面があまり大きくないので、それよりは、今般作成できるようにな

りましたマニフェスト等を活用してもらえればというようなお話であったかと思

います。  

 ご指摘のとおり、奈良県内では、選挙公報を導入している町村は数えるほどと

いうような状況なんですけれども、先ほど通告書の記載のとおりなんですけども、

総務省のほうに、町村の選挙公報を導入している自治体数について問い合わせま

した。９２６の町村のうち４６５団体で発行しているという回答をもらいました

ので、率にして通告書のとおり５０．２％、過半数の町村が既に導入をしている

というような状況です。  

 公職選挙法第１７０条１項の規定によって、選挙公報は各世帯に配布するとさ

れておりまして、先ほどご指摘いただきましたとおり、近隣の自治体も自治会へ

の配布の委託やポスティング、配達業者を活用するなど、全戸配布ができる方法

での配布をしているというふうに聞いております。確かに、このような全戸配布

を行うということを前提とすれば、この町村議会、町村長選挙のような５日間と
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いう短い選挙期間の間では、配布はかなり厳しいスケジュールになるんであろう

というふうには想像ができますし、今回は、そのような配布方法を想定してご答

弁いただいたというふうに思います。  

 ただ、公職選挙法では、先ほどの原則に付け加えまして、各世帯に選挙公報を

配布することが困難であると認められる特別の事情があるとき、すなわち全戸配

布ができない特別の事情がある場合は、新聞折り込みその他これに準ずる方法に

よる配布を行うことができるというふうにされております。最近は、組織率の問

題もありまして、自治会への委託が難しくなっているという世相も反映しまして、

新たにこの新聞折り込みによる配布に転換する自治体も多く出てきているという

ような状況のようです。  

 ただし、この全戸配布をせずに新聞折り込み等による場合は、選挙方法の配布

を補完する、補う措置を取るよう努力義務も定められております。  

 一例として、この新聞折り込み方式を採用している三重県の明和町というとこ

ろなんですけども、人口２万３，０００人ほどと、三郷町と同じぐらいの町に取

材をしました。その町での選挙公報発行の流れは、まず、立候補書類の事前審査

のときに原稿ももらっておくそうです。その原稿を先に印刷会社のほうに渡して

おくというふうになっているそうです。その後、立候補の締切りが終わった時点

で、選挙公報の掲載順を決めるくじというのを実施しまして、その結果を印刷会

社に送る。そのまますぐ印刷してもらって、次の日、水曜日の午前中にはもう印

刷が完了しているという形で、その次の日、木曜日の有力な新聞３紙なんですけ

ども、そこの木曜日の朝刊への折り込みで配送されるというスケジュールで、１

万部ほど配布しているというような状況だそうです。これの費用は前回の選挙の

実績で、印刷費が６１万円、折り込み費が７万円ほどということで、合わせて７

０万円弱と、多額の費用がかかるものではありません。なので、費用対効果とい

うところでは、さほど悪いものではないんではないかというふうに思われます。

もちろん、折り込みだけは全戸配布できませんので、選挙公報の配布を補完する

措置としまして、公民館や公共施設、ホームページでの掲載も行っているという

ことです。  

 現在では、東日本大震災をきっかけに選挙方法はインターネットでの公開がで

きるようになっております。各種調査によれば、ご高齢になるにつれて、新聞の

購読率が高まる、一方、若い人になるほどインターネットの利用率が高まるとい
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うことが一般的な傾向ですから、新聞折り込みとインターネットを組み合わせる

ことで、ほぼ全世帯、全世代に選挙公報を届けることができるんだろうと考えま

して、必ずしも全世帯への直接配布にこだわる必要はないのではないかというふ

うに考えます。  

 また、マニフェストを発行できるようになったので、それを活用してもらえれ

ばというお話もありました。これに関して、確かにビラが発行できるようになっ

たということで、候補者としては、有権者に自らの政見を届ける有力な手段が手

に入ったということが言えます。ただ、その枚数は１人当たり１，６００枚と、

三郷町で全戸に配布するんであれば、想定される１万から１万２，０００枚とは

かけ離れておりまして、必ずしも有権者全体に届くものではない上に、有権者と

しては、全候補者の政見を見比べて、次の４年間を託す候補者を決めたいという

考え方もおられるんでしょう。そのような候補者それぞれ研究して、自己の選挙

権を慎重に行使するという選投票行動としても望ましいものであり、それを可能

とする手段としても、選挙公報は必要なのではないかというふうに考えます。  

 まとめますと、今回のお答えとしては、全戸配布を前提として、実際上スケジ

ュール的に困難であるから配布はできない、マニフェストを活用してほしいとい

うお答えですけれども、前述のとおり、マニフェストについては、届けることが

できる範囲が限定的であること、全候補者の一覧性がないことなど、必ずしも選

挙広報に代替し得るものではないとないというふうに考えます。そこで、全戸配

布にこだわらず、スケジュール的な無理がないインターネットと新聞折り込みで

組み合わせるという手段で実現を今後検討いただければと思いますが、いかがで

しょうか。  

議長（伊藤勇二）  加地総務部長。  

総務部長（加地義之）（登壇） 失礼いたします。それでは、木谷議員の再質問のほう

にお答えさせていただきます。  

 確かに公職選挙法の１７０の第２項のほうに、ただし書というか、補完すべき、

別の事情があればということでございます。公職選挙法の条文で新聞広告への折

り込み等役場など適当な場所へ補完的に備え付ければよいとなっているとなって

おります。確かに、自治会等による配布から新聞折り込みを活用する方法に変更

されている自治体が見られるのが実情でございます。それらを踏まえまして、他

町の選挙管理委員会との協議の場がございますので、そちらのほうに取り上げて、
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情報共有を図りまして、そちらで一度協議してみたいなというふうに考えており

ます。  

 今現在ここでどうこうということはちょっとよう申し上げることはできません

が、協議のほうの場には載せていきたいなと考えております。  

 いずれにしましても、選挙において候補者の情報は、有権者にとって非常に重

要であると認識しておりますので、可能な限り候補者を知る機会の確保に努めて

まいりたいと思います。そしてまた、知る機会も大事ではございますが、選挙に

来てもらうことも大事だと捉えておりますので、今後投票率の向上に向けても努

めていきたいなと考えているところでございます。  

 以上でございます。  

議長（伊藤勇二）  ７番、木谷慎一郎議員の質問は以上をもって終結します。  

 １０番、辰己圭一議員。  

１０番（辰己圭一）（登壇） 最後のトリということで頑張っていきたいと思いますけ

ども。  

 それでは、議長のお許しをいただきまして、通告書に基づきまして、万が一の

災害に備えてＱＲコードを活用した避難場所誘導マップの看板設置をということ

で、質問をさせていただきます。  

 近年では、毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生して

います。台風や豪雨による水害は、天気予報や天気図を用いることによって数日

前からある程度予測ができ、ハザードマップを確認し、事前に備えることができ

ます。しかし、今後４０年以内に９０％の確率で発生すると言われている南海ト

ラフ地震、それに伴う奈良県の断層地震など、いつ起こるか分からない地震が発

生すると、家屋の倒壊や道路、橋の損壊、ほかにも地滑りや土砂崩れ、液状化現

象等の一次災害、そして、火災や停電、水道などのライフラインの寸断などの二

次災害が考えられます。こういう状況で地震による同時多発火災が起これば、消

火することは非常に難しいと考えられます。  

 例に挙げますと、１９９５年の阪神・淡路大震災では、２３５件の建物火災が

起きました。地震直後の１５分、１５分間で、５４件が出火、そして９４件が延

焼拡大によるもので、神戸市長田区などを中心に１万平米以上が焼損し、残念な

がら多くの命が失われました。当時の長田区は木造家屋が密集していた上に、地

震で建物が倒壊、損傷したことがさらに延焼拡大を助長したとも考えられていま
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す。  

 この同時火災を防ぐには、初期消火、これが効果的なんですけども、それが無

理な場合、あるいは５００メートル先に２本以上煙が立ち上がっていたら、逃げ

るタイミングとも言われておりますが、こういった場合、災害の危険があり、自

宅にいては命が守れないときは、まずは屋外施設の指定緊急避難場所や一時避難

地へ避難する必要があります。  

 ふだんから、各地域の自治会や自主防災組織で、今熱心に防災訓練を行ってい

るところもありまして、それだけ地域住民の皆さんの防災意識が高まってきてい

るのだろうと思います。  

 しかしながら、地震の発生はいつ起こるか分からず、もしも外出中に地震災害

が発生し、その場にいては命の危険がある場合には、直ちに最寄りの避難場所へ

避難する必要がありますが、町内全域の避難場所を把握されている方は少なく、

どこへ行けばいいのか分からない方も多いと思います。また、自宅にいた場合で

あっても、家族全員が避難場所を把握しているとも限らず、場合によっては気が

動転していることも考えられます。それから、町外から訪れた旅行者、訪問者な

ど、土地勘のない人々の安全配慮も重要だと考えます。  

 地震による自然災害は日中だけではなく、夜間に発生することも考えておかな

ければなりません。実際に夜間に実施された避難訓練では、ふだんから慣れた道

であっても、避難路を見失ったり、判断が遅れたという声が多く上がっておりま

す。  

 では、どのようにしてスムーズに避難場所へ行くことができるのか。そこで提

案ですが、町内全域にＱＲコードをつけた最寄りの避難場所誘導マップを設置さ

れてはどうでしょうか。このＱＲコードを設置することによって、災害時にはあ

る程度スムーズに避難することができるかと思います。  

 これを具体的に説明しますと、皆様お気づきかと思うんですけども、私の通告

書の一番下に参考ＱＲコードをつけておりますが、このＱＲコードをスマートフ

ォンで読み取ると、マップが立ち上がり、避難場所まで案内するといったもので

す。ちなみに、この参考ＱＲコードは、一次避難地に指定されています勢野東４

丁目の公園です。実際にスマートフォンのカメラで読み取りますと、マップが立

ち上がり、ナビ開始ボタンを押せば、今自分のいる場所から公園まで案内してく

れます。またお時間のあるときに試してもらったらどうかと思います。  
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 それから、ＱＲコードの設置場所についてですが、広報板やどこにでもある電

柱の巻付け看板、そして、一定の間隔で設置している消火栓ボックスなど、目立

つ場所に設置をして、各地域で周知するようにすれば、町民の皆様の防災意識が

高まり、安心感を持ってもらえるのではないでしょうか。  

 いざというとき、迷うことなく誰もが確実に避難するためには必要だと考えま

すが、見解をお聞かせください。  

議長（伊藤勇二）  加地総務部長。  

総務部長（加地義之）（登壇） 失礼いたします。それでは、辰己議員のご質問にお答

えさせていただきます。  

 議員ご指摘のとおり、昨今気象予報の精度が向上しており、風水害については、

ある程度事前に備えることができる一方で、地震災害は発生が予測できず、万が

一のときには、緊急的に命を守る行動を取る必要があります。  

 本町では、住民等が災害の危険性がなくなるまで一時的に滞在できる場所であ

る指定緊急避難場所（指定避難所）として、小中学校体育館や学校給食センター

など１１か所を、また災害の危険から緊急に逃れるための場所である一時避難地

として、町内の公園やグラウンドなど２５か所を指定しております。外出時等に

地震災害が起きた場合、まずはこの一時避難地を含めた広くて安全な場所へ移動

し、その後、ご自宅等の被災状況により、町が開設する避難所に移動し、滞在し

ていただくこととなります。  

 議員おっしゃいますように、町内全域の避難所や避難地を把握している方は少

なく、外出時だけでなく、観光客の訪問時等、緊急時における避難所や避難地へ

の誘導は、命を守るために重要であることから、平成２７年度には緊急時に町外

の方にも分かるよう、指定避難所への誘導看板を町内各所に設置させていただい

ております。  

 ご質問のＱＲコード付きの看板設置でございますが、災害は昼間の気象条件が

よいときに起こるとは限りません。看板製作に当たっては、夜間の視認性や看板

の設置位置、通信障害時の対応などの課題もあり、町内全域に設置するには、か

なりの経費を要するものと考えております。これらのことから、ＱＲコード看板

の設置につきましては、他自治体の導入実績や先進事例なども調査の上、事前に

十分に研究する必要があると考えております。  

 いずれにいたしましても、災害時における避難誘導は大変重要であることから、
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今後、議員ご提案のＱＲコードと避難所を結びつけるアイデアについて、どのよ

うに活用できるか、広い視野で検討してまいりたいと考えているところでござい

ます。  

議長（伊藤勇二）  辰己議員、再質問を許します。  

１０番（辰己圭一）（登壇）  失礼します。それでは、再質問をさせていただきます。 

 今、ただいま加地部長から答弁をいただきましたが、ふだんから避難所や避難

場所、そして想定される被害を把握するためにはハザードマップは大変重要だと

考えます。これをもとに、それぞれ地域の防災、減災力に取り組んでおられるか

と思いますが、三郷町は、洪水土砂災害ハザードマップのほかに、亀池、大池、

赤坂のため池ハザードマップ、そして生駒断層帯地震の震度分布図が載ってある

三郷町ハザードマップがあります。これは昨年の８月に作成されたもので、今後

またさらに更新をされるのかと思いますけども、洪水・土砂災害ハザードマップ

には、災害別の避難所や避難場所の使用可否が載っていまして、洪水、内水氾濫、

土砂災害、地震の四つ、それぞれ災害の種類によって避難に適していない施設が

あり、その場合はほかの施設にすぐ避難する必要があります。  

 ここでついでに言いますと、今後、できれば、大規模火災が起こったときの避

難場所も載せていただけるとありがたいです。  

 今回ＱＲコードの活用で質問をしていますが、何が言いたいかといいますと、

ふだんから避難所などが載っているハザードマップを持ち歩いている方は、本当

に少ないんじゃないかなと思います。  

 実際に、私が体験したことをちょっと少し話しますと、忘れもしませんが平成

２９年１０月の台風２１号の大雨の影響で、勢野東の惣持寺地区が震災、浸水し

たときのことでしたが、既に私の胸のあたりまで水がつかっているときに、近く

に住むある男性が、避難所はどこですかと声をかけられました。恐らく引っ越し

してきたばかりなのか、土地勘がない人でした。そのときに、私は浸水するお宅

のブレーカーを落としたりしていましたので、その場を離れることできず、口頭

で、北小学校のほうに避難してくださいということしかできませんでした。  

 ほかにも、玄関まで洪水が迫っているのに、どこにちょっと避難したらいいか

が分からず戸惑っている方もおられました。結局、その方をおぶって、安全なと

ころまで連れていきましたが、こういったことが実際に起こっております。  

 本当に真剣に考えていただきたいのですが、いざ地震が発生して、その後いろ
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んなところで、火災が発生する、同時多発火災など、こういったことが起これば、

消防団や消防士たちの容量を上回ってしまって、全ての火災に対応する消火は、

まず無理だと思います。また、洪水と違って、三郷町全域で地震火災が発生する

可能性があります。そういう状況で、逃げまどい避難と言われるように、どこに

逃げたらいいのか分からず、火災に阻まれて逃げ場を失って亡くなってしまうと

いうタイプの被害ですが、実際に起きた事例は、９９年前の関東大震災では１０

万人の方が亡くなり、そのうち９万人の方が火災で亡くなりました。また、阪神

大震災でも、火災で４００人以上の方が亡くなられました。こういうことを防ぐ

ためにも、建物がない公園や学校のグラウンド、避難場所へ誘導ができるＱＲコ

ードの活用を検討していただけたらと思っております。  

 先ほど答弁いただいた加地部長も、この場ですぐに答えるのは難しいと思いま

すので、あえてもう答弁は求めませんが、町民の皆様がより安全に避難できる方

法の一つとして捉えていただけたらと思います。森町長もしっかりと聞いていた

だけたと思うんですけども、ぜひこのＱＲコードの活用も検討いただき、ハザー

ドマップとあわせて、町民の皆様の安全・安心のため、今後さらにいいものにし

ていただくことを期待いたしまして、私の一般質問を終えたいと思います。  

議長（伊藤勇二）  １０番、辰己圭一議員の質問は以上をもって終結します。  

 これをもって一般質問を終結します。  

 これで本日の日程は全部終了しました。  

 明日から各委員会で審査を願うわけでございますが、各委員にはよろしくお願

いいたします。  

 本日はこれで散会いたします。皆様、大変ご苦労さまでございました。ありが

とうございました。  

 

       散   会       午後  ３時４２分  


